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協定規則第 16 号第４改訂補足第 18 改訂版 

 
I.自動車（被牽引自動車を除く。）の座席ベルト及び（ISOFIX）年少者用補助乗車装置 

 
II.座席ベルト及び（ISOFIX）年少者用補助乗車装置を装備した自動車 

 

の認可に関する統一規定 

1. 適用範囲 

 本規則は以下のものに対し適用する。 

1.1. 前向き又は後向きの座席に着席する成人が個々に独立して利用することを目的とした座席

ベルト及び拘束装置の取り付けに関して、M、N、O、L2、L4、L5、L6、L7 及び T */区分

の自動車に対して適用する。 
1.2. M、N、O、L2、L4、L5、L6、L7 及び T */区分の自動車に取り付けるよう設計された、前

向き又は後向きの座席に着席した成人が個々に独立して利用することを目的とした、座席

ベルト及び拘束装置に適用する。 
1.3. 年少者用補助乗車装置及び ISOFIX 年少者用補助乗車装置の取り付けに関して、M1 及び

N1 */区分の自動車に対して適用する。 
_________ 
*/ 車両構造統合決議（R.E.3）の附則 7（Amend.4 により最新改訂が実施された文書
TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2）の定義による。 

 
2. 定義 
2.1. 座席ベルト（座席ベルト、ベルト） 
 自動車（被牽引自動車を除く。）の室内において固定することができ、かつ着用者の身体の

動きを制限することにより当該車両が衝突又は急減速した際の傷害を軽減するように設計

した、帯部、バックル、調節装置及び取付具からなる装置をいう。これら装置は、エネル

ギー吸収用又はベルト巻取用の装置を含み、「ベルトアッセンブリ」という。 
 当該装置は、座席ベルト装備又は拘束装置として試験し、かつ認可する。 
2.1.1. 腰ベルト 
 着用者の骨盤部の前側を横切る 2 点式ベルトをいう。 
2.1.2. 肩ベルト 
 着用者の胸部の前側を斜めに横切る片側の臀部から反対側の肩部を通すベルトをいう。 
2.1.3. 3 点式ベルト 
 基本的に腰帯部と肩帯部からなるベルトをいう。 
2.1.4. S 型ベルト 
 3 点式ベルトと腰ベルト以外のベルトからなるベルトをいう。 
2.1.5 ハーネスベルト 
 腰ベルトと肩帯部からなる S 型ベルトをいう。ハーネスベルトには股部帯部アッセンブリ

を追加装備することができる。 
_________________ 

 */ 車両構造に関する統合決議（R.E.3）、附則 7（文書 TRANS/WP.29/78/Rev.11/Amend.2）の定義による。 
2.2. ベルト型式 
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 「型式」の異なるベルトとは、2.2.1.から 2.2.3.までのいずれかの要件において相違するベ

ルトをいう。： 
2.2.1. 剛性部品（バックル、取付具、巻取装置等） 
2.2.2. 帯部の材料、織り、寸法及び色 
2.2.3. ベルトアッセンブリの幾何学的配置 
2.3. 帯部 
 人体を保持し、応力をベルト取付装置に伝達するように設計された柔軟な構成部品をいう。 
2.4. バックル 
 着用者をベルトによって固定することができ、迅速に取り外せる装置をいう。ハーネスベ

ルトのバックルを除き、バックルに調節装置を組込むことができる。 
2.5. ベルト調節装置 
 個々の着用者の要件及び座席の位置に応じてベルトを調節できる装置をいう。調節装置は、

バックルの一部、巻取装置、又はその他の座席ベルトの一部とする。 
2.6. 予荷重装置 
 衝突進行中にベルトのたるみを減らすために、座席ベルトのウェビングを緊締する補助又

は一体型装置をいう。 
2.7. 「基準区域」とは、H ポイントに対して左右対称に 400mm 離れた 2 つの垂直縦断面の間

の空間であって、協定規則第 21 号附則 1 に記したヘッドフォーム装置を垂直面から水平面

に回転させたときの軌跡内の空間をいう。当該ヘッドフォーム装置は、協定規則第 21 号附

則 1 に記したとおり配置し、最大長は 840mm に設定する。 
2.8. 「エアバッグアッセンブリ」とは、自動車に過度の衝撃が生じた際に乗員の体が客室内部

と接触して受ける衝撃を軽減するための装置であって、自動車（被牽引自動車を除く。）の

座席ベルト及び拘束装置の乗員拘束性能を補助し、当該装置内に収められたガスの圧縮力

によって柔軟な構造体を自動的に展開するシステムをいう。 
2.9. 「助手席エアバッグ」とは、前方衝突の際に、運転席以外の席に着席している乗員を保護

することを目的としたエアバッグアッセンブリをいう。 
2.10. 「年少者用補助乗車装置」とは、協定規則第 44 号で定義する安全装置をいう。 
2.11. 「後向き」とは、自動車の通常の走行方向とは反対の方向を向くことをいう。 
2.12. 取付具 
 必要な固定用構成部品を含むベルトアッセンブリの部品で、それをベルト取付装置に取り

付けることができるものをいう。 
2.13. エネルギー吸収装置 
 帯部と分離又は一体でエネルギーを分散するように設計され、かつ、ベルトアッセンブリ

の一部となる装置をいう。 
2.14. 巻取装置 
 座席ベルトの帯部の一部又は全体を収納するための装置をいう。 
2.14.1. 非ロック式巻取装置（1 型） 
 小さな力により帯部が全て引き出される巻取装置であって、引き出された帯部の長さの調

節が行えないものをいう。 
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2.14.2. 手動非ロック式巻取装置（2 型） 
 帯部を任意の長さまで引き出すため、巻取装置のロックを解除するために手動の操作が必

要な装置であり、当該操作を止めると自動的にロックする巻取装置をいう。 
2.14.3. 自動ロック式巻取装置（3 型） 
 帯部を任意の長さまで引き出すことができ、かつ、バックルを締めたとき着用者の体格に

合わせて帯部が自動的に調節される巻取装置をいう。この場合において、帯部は自動でロ

ックされ自然にそれ以上引き出すことはできないものとする。 
2.14.4 緊急ロック式巻取装置（4 型） 
 通常走行時において、座席ベルト着用者が座席ベルトを自由に引き出せる巻取装置をいう。

当該装置は自動的に着用者に合わせて帯部を調整する長さ調節装置を有し、かつ、緊急時

に以下によって作動するロック機構を有するものとする： 
2.14.4.1. 自動車の減速（単一感度） 
2.14.4.2. 自動車の減速、ウェビングの動き又は他の自動的手段の組合せ（多重感度） 
2.14.5 高応答型緊急ロック式巻取装置（4N 型） 
 2.14.4 に定義した型式の巻取装置のうち、M2、M3、N1、N2 及び N3 区分の自動車におけ

る使用に関して特別の特性を有するものをいう。*/ 
2.14.6. ベルト高調節装置 
 ベルト上部取付部の高さを着用者個々の要求及び座席位置に応じて調節可能にする装置を

いう。当該装置はベルト又はベルト取付装置の一部とみなすことができる。 
2.15. ベルト取付装置 
 座席ベルトアッセンブリを固定する車両構造若しくは座席構造の部品又はその他の車両部

品をいう。 
______________________ 
*/ 統合決議 R.E.3 附則 7（TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2）の定義による。 

2.16. 座席ベルト及び拘束装置に関する車両型式 
 座席ベルトと拘束装置を取り付ける車両構造又は座席構造の構成部品又はその他の車両部

品の寸法、形状及び材料などについて差異のない自動車（被牽引自動車を除く。）の区分を

いう。 
2.17. 拘束装置 
 特定の車両型式用の装置であって、座席及び適当な手段で自動車に固定されるベルトから

なる装置であって、自動車が急減速した際に着用者の体の動きを制限することにより着用

者の負傷の危険を軽減するための全ての装置をいう。 
2.18. 座席 
 自動車の構造部と一体となっているもの又は構造部に取り付けられているものであって、

トリムで完成される成人１名が着座できるものをいう。この用語は、セパレートシート及

び１名が着座できるベンチシートの部分を含む。 
2.18.1. 「助手席」とは、当該座席の「最前方の H ポイント」が運転者の R ポイントを通る垂直横

断面上又はそれよりも前にある座席をいう。 
2.19. 一体型座席 
 

 4



 ベンチシート又は隣接している個々の座席（一方の座席の前側の座席取付装置が、他方の

座席の前後の座席取付装置間となるように固定されているものをいう。）で、1 人又はそれ

以上の成人が着席できる座席をいう。 
2.20. ベンチシート 
 トリムで完成された構造で、１人以上の成人が座ることを目的とするものをいう。 
2.21. 座席の調節装置 
 着座乗員の体型に合う位置に座席又はその部品を調節するものであって、以下の調節が可

能なものをいう。 
2.21.1. 前後の移動 
2.21.2. 上下の移動 
2.21.3 角度の移動 
2.22. 座席取付装置 
 車体構造物に影響を及ぼす部品を含む座席アッセンブリを車体構造に固定する装置をいう。 
2.23. 座席型式 
 2.23.1.から 2.23.3.までのいずれの要件において差異のない座席の区分をいう： 
2.23.1. 座席構造の形状、寸法、及び材料 
2.23.2. 座席ロック調節装置及びロックシステムの型式と寸法 
2.23.3. 座席のベルト取付装置、座席取付装置及び車両構造の関連部品の型式及び寸法 
2.24. 座席の移動機構 
 乗員が当該座席の後方から乗降しやすいように、中間の固定位置なしで移動又は回転させ

ることのできる座席及び座席及びその部品をいう。 
2.25. 座席のロック機構 
 座席等を使用位置で確実に保持するための装置をいう。 
2.26. 包囲型バックル解除ボタン 
 直径 40mm の球を用いてバックルを解除することができないバックル解除ボタンをいう。 
2.27. 非包囲型バックル解除ボタン 
 直径 40mm の球を用いてバックルを解除することができる解除ボタンをいう。 
2.28. 張力低減装置 
 座席ベルトを締めたときに自動的に帯部の張力を軽減する巻取装置に組み込まれた装置を

いう。この装置は、バックルが解除されると自動的に解除されるものとする。 
2.29.  「ISOFIX」は、車両上の剛性取付装置 2 個とそれに対応する年少者用補助乗車装置上の

剛性取付具 2 個及び年少者用補助乗車装置の縦回転を制限する取付装置により年少者補助

乗車装置を自動車に結合するためのシステムをいう。 
2.30. 「ISOFIX 年少者用補助乗車装置」とは、協定規則第 44 号の要件を満たす年少者用補助乗

車装置で、協定規則第 14 号の要件を満たす ISOFIX 機構の取付装置に取り付けなければな

らないものをいう。 
2.31. 「ISOFIX 位置」とは、以下のいずれかを装備することができるシステムをいう。 

a) 協定規則第 44 号に定義する汎用 ISOFIX 前向き年少者用補助乗車装置 
b) 協定規則第 44 号に定義する準汎用 ISOFIX 前向き年少者用補助乗車装置 
c) 協定規則第 44 号に定義する準汎用 ISOFIX 後向き年少者用補助乗車装置 
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d) 協定規則第 44 号に定義する準汎用 ISOFIX 横向き年少者用補助乗車装置 
e) 協定規則第 44 号に定義する特別車両 ISOFIX 年少者用補助乗車装置 

2.32. 「ISOFIX 機構の取付装置」とは、車両上に備えられる協定規則第 14 号の要件を満たす 2
個の ISOFIX 下部取付装置及び ISOFIX 年少者用補助乗車装置の回転防止装置と連結して

取り付けるように設計したシステムをいう。 
2.33. 「ISOFIX 下部取付装置 」とは、ISOFIX 取付具の付いた ISOFIX 年少者用補助乗車装置

を受け入れ固定するために、車両又は座席構造に取り付けられている直径 6mm の剛性円形

水平バーをいう。 
2.34. 「回転防止装置 」 

a) 汎用 ISOFIX 年少者用補助乗車装置用の回転防止装置は、ISOFIX トップテザーをいう。 
b) 準汎用 ISOFIX 年少者用補助乗車装置の回転防止装置は、トップテザー、車両のインスト

ルメントパネル又は前面衝突時に拘束装置の回転を制限することを目的とする支持脚のい

ずれかをいう。 
c) 汎用及び準汎用の ISOFIX 年少者用補助乗車装置の場合には、車両の座席は回転防止装置

には含めないものとする。 
2.35. 「ISOFIX トップテザー取付装置」とは、車両上に備えられる協定規則第 14 号の要件を満

たし、規定の領域内にある、ISOFIX トップテザーの帯部コネクターの拘束力を車両構造に

伝えるように設計されているものをいう。 
2.36. 「誘導装置」は、ISOFIX 年少者用補助乗車装置の ISOFIX 取付具を車両側の ISOFIX 下

部取付装置とかみ合うようにすることを目的とする装置をいう。 
2.37. 「ISOFIX 表示治具」とは、車両上に備えられる ISOFIX 位置及び ISOFIX 機構の取付装

置等の位置を示すための表示をいう。 
2.38. 「幼児拘束治具」（CRF）とは、本規則附則 17、付録 2 の 4.に定める 7 種類の ISOFIX サ

イズのうちの 1 つの治具で、特にその寸法が前記付録 2 の 4.の図 1 から 7 に記載されてい

るものをいう。本規則ではこれらの幼児拘束治具（CRF）を使って、車両の ISOFIX 位置

に収めることのできる ISOFIX 年少者用補助乗車装置のサイズ等級を確認する。 
 
3. 認可申請 
3.1. 車両型式 
3.1.1. 座席ベルト及び拘束装置の取り付けに関する車両型式の認可の申請は、自動車製作者又は

自動車製作者の正規代理人が行うものとする。 
3.1.2. 申請書には、3.1.2.1.から 3.1.2.6.までに掲げる書類を 3 通添付するものとする。 
3.1.2.1. 座席ベルトの配置を示した適切な縮尺の車両構造一般の図面及び座席ベルト、座席ベルト

の装着部位の詳細な図面 
3.1.2.2. 座席ベルトの強度に影響を及ぼす材料の仕様 
3.1.2.3. 座席ベルトの技術的説明 
3.1.2.4. 座席構造に取り付ける場合の座席ベルト 
3.1.2.5. 座席、座席取付装置とその調節及びロック機構の設計に関わる車両型式の詳細な説明 
3.1.2.6. 座席、座席と車両との固定法、座席の調節及びロック機構に関する適切な縮尺の十分に詳

細な図面 
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3.1.3. 製作者の意見により、認可を受ける車両型式を代表する車両又は認可試験を実施する技術

機関が座席ベルトの試験のために不可欠であると判断した車両部品を当該機関に提出する

ものとする。 
3.2. 座席ベルトの型式 
3.2.1. 座席ベルトの型式認可の申請は、商標の所有者又はその正規代理人が行うこと。拘束装置

の場合、拘束装置の型式認可の申請は、商標の所有者又はその正規代理人若しくは装置が

取り付けられる自動車製作者又はその正規代理人が行うものとする。 
3.2.2. 申請書には 3.2.2.1.から 3.2.2.4.までに掲げる書類を添付するものとする。 
3.2.2.1. 使用する帯部と剛性部品を明記した当該ベルト型式の技術説明書及びベルトを構成する部

品の図面。この図面には、認可番号及び追加記号の予定位置と認可マークの円の位置との

関係を示すものとする。説明書には認可用に提出するモデルの色を記載し、当該ベルトの

使用が予定される車両型式を指定するものとする。 
 巻取装置の場合には感知装置用の取付説明書を、予負荷装置又はシステムの場合には感知

機能を含めた構造と機能に関する技術説明書をそれぞれ添付して、作動方法及び誤作動防

止のために必要な方法を説明するものとする。 
 拘束装置の場合には、説明書に以下内容を含むこと。 
・座席取付装置とベルト取付装置及び補強材の位置を詳細に示した適当な縮尺の車両構造の図面・座席

構造、調節装置及び取付具の図面 
・座席取付装置とベルト取付装置の強度に影響を与える可能性のある使用材料の仕様書 
・座席取付装置とベルト取付装置の技術説明書。ベルト高調節装置を介してベルトを車両構造に固定す

るように設計されている場合には、この装置がベルトの一部とみなされるか否かを技術説

明書に明記するものとする。 
3.2.2.2. ベルト型式のサンプル 6 個 
3.2.2.3. ベルト型式に使用される各種帯部 10m。 
3.2.2.4. 型式認可試験を実施する技術機関は追加サンプルを要求する権利を有するものとする。 
3.2.3. 拘束装置の場合には、サンプル 2 個（製作者のオプションで 3.2.2.2.及び 3.2.2.3.で要求さ

れるベルトサンプルのうちの 2 個を含めることができる。）と、認可を受ける車両型式を代

表する車両又は認可試験を実施する技術機関によってその拘束装置の試験に必要とされた

車両の部品を当該機関に提出するものとする。 
 
4. 表示 
 3.2.2.2.、3.2.2.3.及び 3.2.2.4.の規定に基づいて認可用に提出されるベルト型式又は拘束装

置の型式のサンプルには、製作者の名称、頭文字、商号又は商標を明確に、かつ、消去で

きないように記載するものとする。 
 
5. 認可 
5.1. 型式認可証明書には、5.1.1.又は 5.1.2.に明記したモデルに適合する証明書を添付するもの

とする。 
5.1.1. 3.1.に記載された申請書の場合にあっては、附則 1A の様式 
5.1.2. 3.2.に記載された申請書の場合にあっては、附則 1B の様式 
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5.2. 車両型式 
5.2.1. 行政官庁は、本規則に基づき申請された車両が 8．、本規則の附則 15 及び附則 16 の要件に

適合する場合には、当該車両型式に対して認可するものとする。 
5.2.2. 認可番号は、認可した各型式毎に割り当てるものとする。認可番号の最初の 2 桁は、認可

を行う時点において本規則に加えられた最新の改訂版を示すものとする。同一締約国にお

いて、2.16.で規定した異なる車両型式に対して同一の番号を割り当ててはならない。 
5.2.3. 行政官庁は、本規則に基づく車両型式の認可若しくは認可の拡大、認可の拒否、認可の取

り消し又は生産中止の通知を本規則附則 1A の様式によって、本規則を適用する 1958 協定

締約国に通知するものとする。 
5.2.4. 本規則に基づいて認可された自動車には、5.2.4.1.及び 5.2.4.2.により構成される国際認可

マークを、認可書に記載された通常の使用状態で容易に視認できる位置に表示するものと

する。 
5.2.4.1. 文字「E」に続いて認可を付与した国の識別番号 1/を記載し、これらを円で囲む。 
5.2.4.2. 5.2.4.1.に記載された円の右側に、本規則の番号、文字「R」、ダッシュ記号（－）及び認可

番号を記載する。 
5.2.5. 本規則に基づいて認可を付与した国において、当該車両が複数の規則に適合している場合

には、5.2.4.1.に定めた記号を繰り返して付ける必要はない。この場合、本規則に基づいて

認可を付与した国において与えられた他の認可の基準になった規則の追加番号及び記号を

すべて、5.2.4.1.に定めた記号の右側に縦に並べて配置するものとする。 
5.2.6. 認可マークは明確に判読でき、かつ、消去できないものとする。 
5.2.7. 認可マークは、製作者が添付した車両データプレート上かその近くに配置するものとする。 

______________________ 
1/ 1 ドイツ、2 フランス、3 イタリア、4 オランダ、5 スウェーデン、6 ベルギー、7 ハンガリー、8 チェコ共和国、9 スペ

イン、10 セルビア･モンテネグロ、11 英国、12 オーストリア、13 ルクセンブルク、14 スイス、15（空番号）、16 ノルウェー、

17 フィンランド、18 デンマーク、19 ルーマニア、20 ポーランド、21 ポルトガル、22 ロシア連邦、23 ギリシャ、24 アイル

ランド、25 クロアチア、26 スロベニア、27 スロバキア、28 ベラルーシ、29 エストニア、30（空番号）、31 ボスニア・ヘル

ツェゴビナ、32 ラトビア、33（空番号）、34 ブルガリア、35（空番号）、36 リトアニア、37 トルコ、38（空番号）、39 アゼ

ルバイジャン、40 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、41（空番号）、42 欧州共同体（認可は加盟国がそれぞれのECE記号

を使って付与する）、43 日本、44（空番号）、45 オーストラリア、46 ウクライナ、47 南アフリカ、48 ニュージーランド、49 
マルタ、51 韓国。後続番号は、「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術

上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」に批准又は加盟する日付

順に、他の国に割当てるものとし、こうして割当てられた番号を国際連合事務総長が協定締約国に通知するものとする。 
 
5.3. 座席ベルトの型式 
5.3.1. 行政官庁は、3.2．の規定に基づいて提出されたベルト型式のサンプルが本規則の 4．、5.3.

及び 6．の要件を満たす場合には、当該ベルトに型式を認可するものとする。 
5.3.2. 認可番号は、認可した各型式毎に割り当てるものとする。認可番号の最初の 2 桁は、認可

を行う時点において、本規則に加えられている最新の改訂版を示すものとする。同一締約

国において、他の型式のベルト又は拘束装置に対して同一の番号を割り当ててはならない。 
5.3.3. 行政官庁は、本規則に基づく座席ベルト及び拘束装置の型式の認可若しくは認可の拡大又

は拒否の通知は、本規則の附則 1B の様式に適合する書式により本規則を適用する 1958 年

協定締約国に伝えるものとする。 
5.3.4. 本規則に基づき認可されたベルトには、4．に規定されたマークに加え、適切な場所に 5.3.4.1.
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及び 5.3.4.2.の表示を貼付するものとする。 
5.3.4.1. 以下より構成される国際認可マーク 
5.3.4.1.1. 文字「E」の後に認可を行った国の識別番号を記載し、これらを円で囲む。2/

5.3.4.1.2. 認可番号 
5.3.4.2. 5.3.4.2.1.から 5.3.4.2.3.までに掲げる追加記号 
5.3.4.2.1. 3 点式ベルトの場合は「A」、腰ベルトの場合は「B」及び特殊型のベルトの場合は「S」 
5.3.4.2.2. 5.3.4.2.1.の記号には、以下の追加表示を補足するものとする。 
5.3.4.2.2.1. エネルギー吸収装置付ベルトの場合は「e」 
5.3.4.2.2.2. 巻取装置付ベルトの場合は文字「r」に続いて、本規則 2.14.に基づく記号（1、2、3、4 又

は 4N）又は多重感度式緊急ロック式巻取装置の場合は「m」 
5.3.4.2.2.3. 予負荷装置付きの座席ベルトの場合は「p」 
5.3.4.2.2.4. 張力低減装置を組み込んだ巻取装置を備えた座席ベルトの場合は、文字「t」 
5.3.4.2.2.5. 4N 型の巻取装置を備えたベルトの場合は、5.3.4.2.2.4.から 5.3.4.2.2.4.までの表示の他に

M1 区分の自動車を×印で抹消した長方形の記号を貼付して、当該区分の自動車にこの型の

巻取装置を使用することを禁止する旨を表示するものとする。 
5.3.4.2.2.6. 座席ベルトが本規則 6.4.1.3.3.の規定に基づいて認可されている場合には、「AIRBAG」と

いう語を長方形で囲んで表示するものとする。 
5.3.4.2.3. 5.3.4.2.1.の記号は、座席ベルトが拘束装置の一部である場合には、その前に「Z」を表示す

るものとする。 
______________________ 
2/ 5.2.4.1 の脚注参照。 

5.3.5. 本規則附則 2 の 2.に、認可マークの配置例を示す。 
5.3.6. 5.3.4.の表示は、明確に判読でき、かつ、消去できないものとし、恒久的な貼付方法はラベ

ル又は直接表示のいずれかによるものとする。ラベル又は表示は耐摩耗性であること。 
5.3.7. 5.3.6.のラベルは、その認可を付与した当局又はその当局の認可を受けた製作者が発行する

ものとする。 
 
6. 仕様 
6.1. 一般仕様 
6.1.1. 3.2.2.2.、3.2.2.3.及び 3.2.2.4.に基づいて提出された各サンプルは、本規則 6.に定める仕様

に適合するものとする。 
6.1.2. ベルト又は拘束装置は、乗員が正しく使用した場合において確実に作動し、事故の際に身

体の傷害が軽減するように設計し、製造するものとする。 
6.1.3. ベルトの帯部は危険な形状がないものとする。 
6.1.4. 保水性に関してポリアミド 6 の特性を有する材料にあっては、作動に悪影響の及ぶ恐れが

ある場合には、使用してはならない。 
6.2. 剛性部品 
6.2.1. 一般要件 
6.2.1.1. バックル、調節装置、取付具等の座席ベルトの剛性部品は、摩擦による帯部の摩耗又は破

断が生じる恐れのある鋭利な端部を有していないものとする。 
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6.2.1.2. 腐食により影響を受ける恐れのあるベルトアッセンブリの全部品は、適当な耐蝕処理が施

されているものとする。7.2.に規定する耐蝕試験を実施した後に、当該装置の正常な機能を

損なうような損傷があってはならないものとする。 
6.2.1.3. エネルギーを吸収する若しくは荷重を受けるか又は伝達することを目的とする剛性部品は、

堅ろうでなければならないものとする。 
6.2.1.4. 座席ベルトの剛性製品とプラスチック製部品は、自動車（被牽引自動車を除く。）の可動座

席の下や扉に挟まる恐れがないように配置又は取り付けるものとする。なお、配置又は取

付けが困難な場合には、7.5.4.に定める冷間衝突試験後に亀裂が確認できるプラスチック部

品全体を取り外たアッセンブリについて、6.2.2.、6.2.3.、及び 6.4.に定める試験を行うも

のとする。 
6.2.2. バックル 
6.2.2.1. バックルは、部分的に挿入した状態での使用を防止するものとする。バックルの解除方法

は明確なものとする。着用者の身体に接触する可能性のあるバックルの部位は、その接触

面から最大 2.5mm 離れたところで 20cm2 以上、かつ、幅 46mm 以上の断面を有するもの

とする。この場合において、ハーネスベルトバックルであって着用者の身体との接触面が

20 から 40cm2 となるものは、後者の要件を満たすものとする。 
6.2.2.2. バックルは、解除操作するまで常時閉状態のままであるものとする。バックルは意図しな

い操作又は 1daN 未満の力によって解除できないものとする。バックルは使いやすく、握

りやすいものとする。無負荷状態及び 7.8.2.の状態において、着用者の一方向の単純な動作

により解除でき、かつ、ベルトアッセンブリが前席外側で使用される場合には（ハーネス

ベルトの場合を除く）、着用者が片手の一方向の単純動作で留めることができるものとする。

バックルはボタン又は同種の装置を押すことにより、解除できる構造であるものとする。

この圧力を加える表面は、ボタンを実際の解除位置にして、そのボタンの最初の運動方向

に垂直な面に投影した時に、包囲型ボタンの場合は、面積 4.5cm2 以上、幅 15mm 以上、

非包囲型ボタンの場合は、面積 2.5cm2 以上、幅 10mm 以上であること。バックルを解除

するための区域は赤色であるものとする。バックルの他のいかなる部分もこの色を使用し

ないものとする。 
6.2.2.3. バックルは、7.5.3.に基づいて試験した時に、正常に作動するものとする。 
6.2.2.4. バックルは、反復作動に耐えることができるものとし、7.7.に定める動的試験に先立って、

通常の使用条件において 5,000 回の開閉サイクルを行うものとする。ハーネスベルトバッ

クルの場合には、全てのタングを挿入しないで本試験を実施することができる。 
6.2.2.5. 7.8.に定める試験において、バックル解除に必要な力は 6daN を超えてはならないものとす

る。 
6.2.2.6. バックルは、7.5.1.（該当する場合には 7.5.5）に定める試験を行うものとする。規定負荷

によって生じる張力下で破損、歪曲又は分離してはならない。 
6.2.2.7. 2 つのアッセンブリで共通となるバックルは、1 つのアッセンブリに属するバックルの部品

を他のアッセンブリに属する部品に組立てた状態においても 7.7.及び 7.8.の強度及び解除

試験を実施するものとする。 
6.2.3. ベルト調節装置 
6.2.3.1. ベルト調節装置は、着用者がベルトを装着後において、自動的に調節される又は着席した
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着用者が容易に手動調節装置を操作できるものとする。また、着用者の体格と車両座席の

位置に適するように片手でベルトを締めることができるものとする。 
6.2.3.2. 各ベルト調節装置のサンプルのうち 2 つを 7.3.の要件に基づいて試験するものとする。帯

部の滑り量は、調節装置の各サンプル毎に 25mm を超えないものとし、全調節装置の滑り

量の合計は 40mm を超えないものとする。 
6.2.3.3. 調節装置は全て 7.5.1.に定めるとおり強度に関して試験を受けること。規定負荷によって生

ずる張力下で破損又は分離しないものとする。 
6.2.3.4. 7.5.6.に基づいて試験したときに、手動調節装置を操作するために必要な力は 5daN を超え

ないものとする。 
6.2.4. 取付具及びベルト高調節装置 
 取付具は、7.5.1.及び 7.5.2.の試験を受けるものとする。実際のベルトの高調節装置は、座

席ベルトの取付装置に関する協定規則第 14 号（最新改訂版）の申請において車両上で試験

されていない場合には、本規則 7.5.2.の試験を行ったものであること。これらの部品は、規

定負荷によって生じる張力下で破損又は分離しないものとする 
6.2.5. 巻取装置 
 非ロック式巻取装置を除く巻取装置は、7.5.1.及び 7.5.2.に定める強度試験を含めて以下の

要件を満たすものとする。 
6.2.5.1. 手動非ロック式巻取装置 
6.2.5.1.1. 手動非ロック式巻取装置を装備した座席ベルトアッセンブリの帯部は、巻取装置のロック

位置間で 25mm を超えて移動しないものとする。 
6.2.5.1.2. 座席ベルトアッセンブリの帯部は、1.4daN 以上 2.2daN 以下の張力を通常の引張り方向で

帯部に加えたとき、手動非ロック式巻取装置から最大長 6mm まで引き出されるものとする。 
6.2.5.1.3. 帯部を 7.6.1.に定める方法によって 5,000 回、巻取装置から引き出し、巻き取りを繰り返し

試験を行うものとする。次に、巻取装置に 7.2.に示す耐蝕試験及び 7.6.3.に示す耐塵試験を

行った後に、引き続き 5,000 回の巻き取りを行うものとする。試験の後、巻取装置は正し

く作動し、引き続き 6.2.5.1.1.及び 6.2.5.1.2.の要件を満たすものとする。 
6.2.5.2. 自動ロック式巻取装置 
6.2.5.2.1. 自動ロック式巻取装置を装備した座席ベルトアッセンブリの帯部は、巻取装置のロック位

置間で 30mm を超えて移動しないものとする。着用者が後方に移動した後も、ベルトはそ

の最初の位置に留まるか、又は着用者が続いて前方に移動した際に自動的にその位置に戻

るものとする。 
6.2.5.2.2. 巻取装置が腰ベルトの一部である場合にあっては、帯部の巻取力は 7.6.4.に基づいてダミー

と巻取装置の間の自由長で測定した時に 0.7daN 以上であるものとする。 
 巻取装置が上胴部拘束装置の一部である場合にあっては、帯部の巻取力は同様にして測定

したときに 0.1daN 以上、0.7daN 以下であるものとする。 
6.2.5.2.3. 帯部を 7.6.1.によって巻取装置からの引き出し、巻き取りを 5,000 回繰り返すものとする。

次に巻取装置に7.2.に示す耐蝕試験及び7.6.3に示す耐塵試験を行った後に、引き続き5,000
回巻き取りを行うこと。上記試験の後、巻取装置は正しく作動し、引き続き 6.2.5.2.1.及び

6.2.5.2.2.の要件を満たすものとする。 
6.2.5.3. 緊急ロック式巻取装置 
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6.2.5.3.1. 緊急ロック式巻取装置は 7.6.2.の試験を行った場合に、以下の条件を満たすものとする。た

だし、2.14.4.1.に基づく単一感度の巻取装置の場合にあっては、車両減速に関する規定のみ

を有効とする。 
6.2.5.3.1.1. 4 型の場合にあっては、車両減速が 0.45G3/ の時に、4N型の場合にあっては、車両減速が

0.85Gの時に、それぞれロックを生じないものとする。 
6.2.5.3.1.2. 帯部を引き出す方向において、4 型の場合にあっては帯部加速度が 0.8G 未満の時、4N 型

の場合にあっては 1.0G 未満の時に、それぞれロックを生じないものとする。 
6.2.5.3.1.3. 製作者が規定する取付位置から感知装置をいずれの方向に 12°又はそれ以下の角度で傾け

た時にロックを生じないものとする。 
6.2.5.3.1.4. 製作者が規定する取付位置から感知装置をいずれの方向に 4 型の場合には 27°を超えて、

又は 4N 型の場合には 40°を超えて傾けた時にロックするものとする。 
6.2.5.3.1.5. 巻取装置の作動が外部信号又は動力源による場合は、信号又は動力源の故障又は中断の際

に巻取装置が自動的にロックするものとする。ただし、多重感度装置付巻取装置はこの限

りでない。この場合において、信号又は動力源の故障時において光学又は音声手段によっ

て運転者に指示されるものとする。 
6.2.5.3.2. 帯部感度を含めて多重感度を有する緊急ロック式巻取装置は、7.6.2.に基づいて試験する時

に、6.2.5.3.1.の要件を満足するものとする。更に帯部の加速度が帯部の引き出し方向に沿

って測定して 2.0G 以上のときロックするものとする。 
6.2.5.3.3. 6.2.5.3.1.及び 6.2.5.3.2.の試験の場合にあっては、巻取装置がロックする前に生じる帯部の

移動量は、7.6.2.1.に示す長さを始点として 50mm を超えないものとする。6.2.5.3.1.2.に記

載した試験の場合には 7.6.2.1.に示す長さを始点とする帯部移動量が 50mm になる前にロ

ックが生じないものとする。 
6.2.5.3.4. 巻取装置が腰ベルトの一部である場合にあっては、帯部の巻取力は 7.6.4.に従ってダミーと

巻取装置の間の自由長で測定したとき 0.7daN 以上となるものとする。 
 巻取装置が上胴部拘束装置の一部である場合にあっては、帯部の巻取力は同様に測定した

ときに、0.1daN 以上、0.7daN 以下となるものとする。ただし、張力低減装置を装備した

ベルトの場合にあっては、当該装置が作動モードに入っているときにのみ最小巻取力を

0.05daN にまで引き下げることができるものとする。帯部がガイドまたはプーリーを通過

する場合にあっては、巻取力はダミーとガイド又はプーリーとの間の自由長で測定するも

のとする。 
 手動又は自動で帯部が完全に巻き込まれることを防ぐ装置がアッセンブリに組み込まれて

いる場合、上記の要件を評価するときにこの装置は作動させないものとする。 
 アッセンブリに張力低減装置が組み込まれている場合にあっては、帯部の巻取力は、

6.2.5.3.5.に従った耐久性試験の前後にこの要件を評価する際に、当該装置を作動モードお

よび非作動モードにして測定するものとする。 
______________________ 
3/ G＝9.81m/s2

6.2.5.3.5. 帯部を 7.6.1.により巻取装置からの引き出し、巻き取りを 40,000 回繰り返すものとする。

次に、巻取装置に 7.2.に示す耐蝕試験及び 7.6.3.に示す耐塵試験を行った後に 5,000 回繰り

返すものとする。（計 45,000 回となる）。 
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 アッセンブリに張力低減装置が組み込まれている場合にあっては、上記の試験は、当該装

置を作動モードおよび非作動モードにした状態で実施するものとする。 
 上記の試験の後、巻取装置は正しく作動し、6.2.5.3.1.、6.2.5.3.3.及び 6.2.5.3.4.の要件に引

き続き適合するものとする。 
6.2.5.4. 巻取装置は、6.2.5.3.5.の試験実施後に、6.2.5.3.4.による巻取力の測定の後に、次の 2 つの

要件をいずれも満たすものとする。 
6.2.5.4.1. 自動ロック式巻取装置以外の巻取装置を 7.6.4.2.に従って試験をしたときに、巻取装置は胴

部とベルトの間のたるみが生じないようにするものとする。 
6.2.5.4.2. バックルを解除したときに、巻取装置のみで帯部を完全に巻き取ることができるものとす

る。 
6.2.6. 予負荷装置 
6.2.6.1. 7.2.に基づく耐蝕試験後、予負荷装置（オリジナルプラグにより装置に接続される衝撃セン

サーを含む。ただし、プラグに電流を流さない）は正常に作動するものとする。 
6.2.6.2. 装置の偶発作動によって着用者に傷害の危険が生じないものとする。 
6.2.6.3. 火薬式予負荷装置の場合 
6.2.6.3.1. 7.9.1.に基づいてコンディショニングを施した後、予負荷装置は温度によって作動しないも

のとする。また、装置は正常に作動するものとする。 
6.2.6.3.2. 近接する可燃性物質の発火による高温ガスの排出を防止するように注意するものとする。 
6.3. 帯部 
6.3.1. 一般要件 
6.3.1.1. 帯部は、全幅にわたって着用者の体にかかる圧力を均等に配分し、かつ張力を受けたとき

にこと。捩れを生じないものとする。また、使用中にほつれないように端部を仕上げるこ

と。 
6.3.1.2. 980daN の負荷の掛かる帯部の幅は 46mm 以上とする。この寸法は 7.4.2 に定める破断強

度試験の間に試験装置を止めずに測定するものとする。 
6.3.2. 室内コンディショニング後の強度 
 7.4.1.1.に基づいてコンディショニングを施した 2 個の帯部サンプルの場合にあっては、帯

部の破断荷重は 7.4.2.に定めるように測定した時に 1,470daN 以上であるものとする。2 個

のサンプル間の破断荷重の差は破断荷重測定値の高い方の値の 10％を超えないものとする。 
6.3.3. 特別コンディショニング後の強度 
 7.4.1.（7.4.1.1.を除く）によるコンディショニングを施した 2 個の帯部サンプルの場合にあ

っては、帯部の破断荷重は 6.3.2.に記載した試験で測定された平均荷重の 75％以上及び

1,470daN 以上であるものとする。使用材料の構成又は既に入手できた情報によって試験が

不要となる場合にあっては、試験を実施する技術機関はこれら試験の一つ又はそれ以上を

免除することができる。 
6.4. ベルトアッセンブリ又は拘束装置 
6.4.1. 動的試験 
6.4.1.1. ベルトアッセンブリ又は拘束装置は、7.7.に従い動的試験を受けるものとする。 
6.4.1.2. 動的試験は以前に負荷を受けたことのない 2 個のベルトアッセンブリで実施するものとす

る。ただし、ベルトアッセンブリが拘束装置の一部を構成する場合には、以前に負荷を受
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けたことのない 1 つの一体型座席用拘束装置について動的試験を行うこと。試験されるベ

ルトアッセンブリのバックルは 6.2.2.4.の要件を満たすものとする。 
 巻取装置付座席ベルトの場合、巻取装置は 7.6.3.に定める耐塵試験を受けるものとし、火工

品を含む予負荷装置を装備した座席ベルト又は拘束装置の場合には、本装置は 7.9.2.に定め

るコンディショニングを受けるものとする。 
6.4.1.2.1. ベルトは 7.2.に定める耐蝕試験を完了しているものとし、その後にバックルに通常の使用

条件下で更に 500 回の開閉サイクルを実施するものとする。 
6.4.1.2.2. 巻取装置付座席ベルトは 6.2.5.2.又は 6.2.5.3.に記載したいずれかの試験を受けているもの

とする。ただし、巻取装置が 6.4.1.2.1.の規定に基づいて既に耐蝕試験を受けている場合に

は、本試験を繰り返す必要はない。 
6.4.1.2.3. 2.9.6.に定義したベルト高調節装置と共に使用するベルトの場合にあっては、最も不利な位

置に装置を調節して実施するものとする。ただし、ベルト高調節装置が協定規則第 14 号の

規定に基づいて認可されたベルト取付装置で構成される場合にあっては、技術機関の裁量

によって、7.7.1.の規定を適用することができる。 
6.4.1.2.4. 予負荷装置を装備した座席ベルトの場合にあっては、6.4.1.3.2.に定める最小移動量を半分

に減じることができる。本試験において予負荷装置は作動しているものとする。 
6.4.1.2.5 張力低減装置を装備した座席ベルトの場合にあっては、動的試験に先だって 6.2.5.3.5.に従

って当該装置を動作モードにして耐久性試験を実施した後、張力低減装置を動作モードに

して動的試験を実施するものとする。 
6.4.1.3. 本試験の間において、6.4.1.3.1.から 6.4.1.3.3.までに掲げる要件を満たすものとする。 
6.4.1.3.1. 乗員の拘束に影響を与えるベルトアッセンブリ又は拘束装置の部品はいずれも破損しては

ならないものとする。バックル、ロック機構又は移動機構は解除又はアンロックしてはな

らない。 
6.4.1.3.2. マネキンの前方移動量は腰ベルトの場合にあっては、骨盤の高さで 80mm から 200mm ま

での間とし、その他の型のベルトの場合にあっては、前方移動量は骨盤の高さで 80mm か

ら 200mm までの間、胸の高さで 100mm から 300mm までの間であるものとする。ハーネ

スベルトの場合には、上記に規定する最低移動量は、半分に低減することができる。これ

ら移動量は、本規則附則 7 の図 6 に示す測定点を基準とする移動量であるものとする。 
6.4.1.3.3. 当該位置の前方のエアバッグによって保護される前部外側着席位置に使用することを目的

とした座席ベルトの場合にあっては、胸部基準点の移動は、その値における速度が 24km/h
以下であれば、6.4.1.3.2.に規定した移動値を上回ることができる。 

6.4.1.4. 拘束装置の場合には： 
6.4.1.4.1. 動的試験に使用されるマネキンの胴部又は頭部が車両前方の剛性部分に接触しない（ステ

アリングアッセンブリと胸部との接触を除く。）ことが計算又は更なる試験のいずれかによ

り立証することができ、ステアリングアッセンブリが協定規則第 12 号を満たし、かつ

24km/h を超える速度で接触が発生しない場合には、胸部基準点の移動量は 6.4.1.3.2.に示

した量を超えることができる。この場合における座席は、7.7.1.5.に定める位置にあるとみ

なす。 
6.4.1.4.2. その装置が使用される車両においては、全席の乗員を降車できるようにする移動装置とロ

ック機構は動的試験後も手動で使用できるものとする。 
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6.4.1.5. 減免措置として、拘束装置の場合には、座席に装着された上部取付装置が協定規則第 14 号

の 7.4.に定める減免措置によって有利になる場合にあっては、移動量は 6.4.1.3.2 に定めた

量を超えることができる。 
6.4.2. 摩耗コンディショニング後の強度 
6.4.2.1. 7.4.1.6.に基づいてコンディショニングを施した両サンプルについては、7.4.2.及び 7.5.に規

定するように破断強度を評価するものとする。強度は未摩耗帯部での試験中に測定される

平均破断強度の少なくとも 75％に等しく、かつ試験対象項目の規定最小荷重以上でなけれ

ばならない。2 個のサンプルにおける破断強度の差は、破断強度測定値の高い方の値 20％
を超えてはならないものとする。1 型と 2 型の手順の場合にあっては、破断強度試験は帯部

サンプルだけで実施するものとする（7.4.2）。3 型の手順の場合にあっては、破断強度試験

は、関連金属構成部品と結合した帯部で実施するものとする（7.5）。 
6.4.2.2. 摩耗手順の対象になるベルトアッセンブリの部品を下記の表に示し、それらに適した手順

を「x」で示す。各手順毎に新しいサンプルを使用するものとする。 
 

 手順 1 手順 2 手順 3 
取付具 
ガイド又はプーリ 
バックルループ 
調節装置 
帯部に縫い付けられた部品 

－ 
－ 
－ 
x 
－ 

－ 
x 
x 
－ 
－ 

x 
－ 
x 
x 
x 

 
7. 試験 
7.1. ベルト又は拘束装置の型式認可のため提出されるサンプルの用途（本規則附則 13 参照） 
7.1.1. バックル検査、低温バックル試験、7.5.4.に定める低温試験、バックル耐久試験、ベルト耐

蝕試験、巻取装置作動試験、動的試験及び動的試験後のバックル解除試験において 2 個の

ベルト又は拘束装置を用い、この 2 個のサンプル中 1 個はベルト又は拘束装置の検査に用

いるものとする。 
7.1.2. バックル検査並びにバックル、取付具、ベルト調節装置及び巻取装置に対する強度試験に

おいては 1 個のベルト又は拘束装置を用いるものとする。 
7.1.3. バックル検査、マイクロスリップ試験及び耐摩耗性試験のために 2 個のベルト又は拘束装

置を用いるものとし、ベルト調節装置の作動試験はこの 2 個のサンプル中 1 個について行

うものとする。 
 
7.1.4. 帯部のサンプルを帯部の破断強度を試験するのに用いるものとする。このサンプルの一部

は当該認可が有効である限り保存されるものとする。 
7.2. 耐蝕試験 
7.2.1. 座席ベルトアッセンブリを本規則の附則 12 に基づき試験槽に配置するものとする。巻取装

置を組み込んだアッセンブリの場合にあっては、帯部は全長から 300mm±3mm まで引き

出すものとする。塩水をチェック及び補給する場合等の短時間の中断を除き、暴露試験は

50 時間連続して行うものとする。 
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7.2.2. 暴露試験が完了したら、アッセンブリを静かに洗うか又は 38℃以下の流水により塩分を除

去し、24 時間室温で乾燥させた後、6.2.1.2.に基づいて検査するものとする。 
7.3. マイクロスリップ試験（本規則附則 11 の図 3 参照） 
7.3.1. マイクロスリップ試験用に提出するサンプルは、温度 20±5℃、相対湿度 65±5％の大気中

に少なくとも 24 時間保管するものとする。試験は 15℃から 30℃の間の温度で行うものと

する。 
7.3.2. 調節装置の自由片が車両内と同様に試験ベンチ上で確実に上方又は下方を向くようにする

ものとする。 
7.3.3. 5daN の負荷を帯部片の下端に取り付け、他方の端には全振幅が 300±20mm の前後運動を

加えるものとする（図参照）。 
7.3.4. 予備帯部の自由端は、負荷の掛かった帯部片に固定したり留めたりしないものとする。 
7.3.5. 試験ベンチ上で緩んだ状態の帯部は車両内と同様に調節装置から必ず凹曲線状に垂れるよ

うにする。試験ベンチに加えられた 5daN の負荷は、負荷の揺れ及びベルトのねじれを防

止するような方法で垂直に誘導するものとする。取付具は車両内と同様に 5daN の負荷に

固定するものとする。 
7.3.6. 試験前に、自己締めつけ装置を連続 20 回作動するものとする。 
7.3.7. 頻度は 1 秒あたり 0.5 サイクル、全振幅は 300±20mm で、1,000 回繰り返すものとし、各

半周期ごとに 5daN の負荷を 100±20mm の移動分加えるものとする。 
7.4. 帯部のコンディショニングと破断強度試験（静的） 
7.4.1. 破断強度試験用の帯部のコンディショニング 
 3.2.4.の帯部から切り取ったサンプルに下記のようにコンディショニングを施すものとす

る。 
7.4.1.1. 温度コンディショニングと湿度 
 帯部は温度 20±5℃、相対湿度 65±5％の大気中に少なくとも 24 時間保管するものとする。

コンディショニング後直ちに試験を実施しない場合は、供試体を試験を始めるまで密閉容

器に入れておくものとする。破断荷重は帯部をコンディショニング用大気からあるいは容

器から取り出した後、5 分以内に測定するものとする。 
7.4.1.2. 光コンディショニング 
7.4.1.2.1. ISO 推奨 105-BO2(1978)の規定を適用するものとする。帯部は基準青色染料 No.7 におけ

るグレースケールのグレード 4 に等しく退色するまで露光するものとする。 
7.4.1.2.2. 露光後帯部を温度 20±5℃、相対湿度 65±5％の大気中に少なくとも 24 時間保管するもの

とする。コンディショニング後直ちに試験を実施しない場合にあっては、供試体を試験開

始まで密閉容器に入れておくものとする。破断荷重は帯部をコンディショニング装置から

取り出した 5 分以内に測定するものとする。 
7.4.1.3. 低温コンディショニング 
7.4.1.3.1. 帯部を温度 20±5℃、相対湿度 65±5％の大気中に少なくとも 24 時間保管するものとする。 
7.4.1.3.2. 次に帯部を-30±5℃の低温室内で水平面の上に 1 時間半保管するものとし、帯部を折り畳

み、前もって-30±5℃まで冷却した 2kg の質量をその折り目に負荷するものとする。同じ

低温室内で帯部を 30 分間負荷状態に保った後、質量を取り除き、帯部を低温室から取り出

した後 5 分以内に破断荷重を測定するものとする。 
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7.4.1.4. 高温コンディショニング 
7.4.1.4.1. 帯部を温度 60±5℃、相対湿度 65±5%の大気中の加熱容器の中に 3 時間保管するものとす

る。 
7.4.1.4.2. 帯部を加熱容器から取り出した後、5 分以内に破断荷重を測定するものとする。 
7.4.1.5. 浸水 
7.4.1.5.1. 帯部を少量の浸潤剤を加えた温度 20±5℃の蒸留水の中に 3 時間完全に浸した状態に保つ

ものとする。浸潤剤は試験を受ける繊維に適したものであればどんなものでもよい。 
7.4.1.5.2. 帯部を水から取り出した後、10 分以内に破断荷重を測定するものとする。 
7.4.1.6. 摩耗コンディショニング 
7.4.1.6.1. 摩耗コンディショニングは帯部がベルトの剛性部品と接触する全ての装置について実施す

るものとする。ただし、調節装置は全て例外であり、帯部が規定値の半分未満しかスリッ

プしないことがマイクロスリップ試験（7.3）により証明される場合にあっては、手順 1 の

摩耗コンディショニング（7.4.1.6.4.1）を必要としない。コンディショニング装置へのセッ

ティングによっ試験ラップと接触範囲との相対位置がおよそ維持されるものとする。 
7.4.1.6.2. サンプルは温度 20±5℃、相対湿度 65±5%の大気中に少なくとも 24 時間保管するものと

し、摩耗手順中の大気温度は 15℃から 30℃の間とするものとする。 
7.4.1.6.3. 各摩耗手順の一般条件を次表に示す。 
 

 負荷 
（daN） 

周波数 
（Hz） 

サイクル 
（回数） 

移動 
（mm） 

手順 1 
手順 2 
手順 3*/ 

2.5 
0.5 
0－5 

0.5 
0.5 
0.5 

5,000 
45,000 
45,000 

300±20 
300±20 
－ 

＊/ 7.4.1.6.4.3 参照 
 
 この表の 5 番目の欄に示された移動とは、帯部に加えられる前後運動の振幅を表すものと

する。 
 
7.4.1.6.4. 個々のコンディショニング手順 
7.4.1.6.4.1. 手順 1：帯部が調節装置を通ってスライドする場合 
 帯部の一方の端に 2.5daN の垂直定荷重を加えて維持し、他方の端は帯部に水平前後運動を

加える装置に取り付けるものとする。 
 調節装置は帯部に張力がかかり続けるように水平帯部上に置くこと（本規則附則 11 の図 1

参照）。 
7.4.1.6.4.2. 手順 2：帯部が剛性部品を通って方向を変える場合 
 この試験中、帯部の角度を本規則附則 11 の図 2 に示す通りに維持するものとする。 
 試験中 0.5daN の定荷重が維持されること。 
 帯部が剛性部品を通り、2 回以上方向を変える場合には、その剛性部品を通って 300mm の

規定帯部移動量に達することができるように 0.5daN の負荷を増加させてもよい。 
7.4.1.6.4.3. 手順 3：帯部が縫製又は類似の手段により剛性部品に固定されている場合 
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 前後運動は総計 300±20mm とする。ただし、半周期ごとに 100±20mm 移動する間に限

り 5daN の負荷を加えること（本規則附則 11 の図 3 参照）。 
7.4.2. 帯部の破断強度試験（静的試験） 
7.4.2.1. 本試験は 7.4.1.の規定に基づいてコンディショニングを施した、十分な長さの新品の帯部サ

ンプル 2 本について実施するものとする。 
7.4.2.2. 各帯部を張力試験機のクランプ間に鋏み、帯部がクランプ部付近で破断しないようにクラ

ンプは設計されているものとする。横断速度は約 100mm/min とする。試験開始時の試験

機のクランプ間における供試体の自由長は 200±40mm とする。 
7.4.2.3. 負荷が 980daN に達したとき、試験機を止めることなく帯部の幅を測定するものとする。 
7.4.2.4. 帯部が破断するまで張力を増し、破断荷重を記録するものとする。 
7.4.2.5. 帯部が滑ったり、いずれかのクランプ又はクランプから 10mm 以内で破断したりした場合

にあっては、当該試験は無効とし、別の供試体について新たな試験を実施するものとする。 
7.5. 剛性部品を組み込んだベルトアッセンブリ構成部品の試験 
7.5.1. バックル及び調節装置は通常それらが取り付けられるベルトアッセンブリの部品によって

張力試験機に取り付けるものとし、次に負荷を 980daN までかけるものとする。 
 ハーネスベルトの場合にあっては、バックルはそのバックルとタング又はバックルの幾何

学的中心にほぼ左右対称な形で位置する 2 つのタングに取り付けられる帯部によって試験

装置に取り付けるものとする。バックル又は調節装置が取付具の一部又は 3 点式ベルトの

共通部品の一部である場合にあっては、バックル又は調節装置は 7.5.2.に基づき試験するも

のとする。ただし、上部ベルト取付装置付近にプーリ又は帯部ガイドを有する巻取装置の

場合には、負荷は 980daN とし、リールに巻き取られたままの帯部の長さは帯部の端から

450mm にできるだけ近い所でロックした結果の長さとする。 
7.5.2. 取付具及びベルト高調節装置についても 7.5.1 に記載した方法で試験することが、負荷は

1,470daN とし、7.7.1.の第 2 文の規定に基づきベルトを正しく取り付けた車両で最も不利

な条件で負荷を加えること。巻取装置の場合にあっては、帯部をリールから完全に引き出

して試験を行うものとする。 
7.5.3. ベルトアッセンブリのサンプル 2 個を-10±1℃の低温室内に 2 時間放置するものとする。

次に、低温室から取り出した直後にバックルの相手部品を手動で結合するものとする。 
7.5.4. ベルトアッセンブリのサンプル 2 個を-10±1℃の低温室内に 2 時間放置するものとする。

次に試験中の剛性部品及びプラスチック製部品を少なくとも 100kg の質量を有するコンパ

クトな硬いブロックの水平面の上に置かれた平坦で硬いスチール面（サンプルと共に低温

室内に放置したもの）に順にのせる。低温室から取り出した後 30 秒以内に 18kg のスチー

ル製質量を試験サンプルの上に 300mm のところから重力によって落下させること。18kg
の質量の衝突面は、少なくとも 45HRC の硬度があり、質量の中心線に沿って横半径 10mm、

長手半径 150mm の凸面を配した形状をなすものとする。一つの試験サンプルは湾曲バー

の軸が帯部と一線上に並ぶようにして試験し、もう一つのサンプルは帯部に対して 90゜を

なすようにして試験するものとする。 
7.5.5. 2 つの座席ベルトに共通する部品を有するバックルは、座席をその調節の中間位置にした車

両における使用条件を模擬するような方法で負荷するものとする。各帯部に 1,470daN の
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負荷を同時に加えること。負荷を加える方向は 7.7.1.に基づいて定めるものとする。試験に

適した装置を本規則附則 10 に示す。 
7.5.6. 手動調節装置を試験する時には、通常の使用条件を考慮して約 100mm/s の速さで調節装

置を通してしっかりと帯部を引張り、帯部が最初に 25mm 移動した後の最大の力を 0.1daN
単位まで測定するものとする。試験は帯部の調整装置を通して帯部の動きの両方向につい

て実施するものとし、測定に先立って帯部を 10 回の繰り返して引き出すこと。 
7.6. 巻取装置付座席ベルトの追加試験 
7.6.1. 巻取装置機構の耐久性 
7.6.1.1. 帯部を 1分間に 30サイクル以下の速さで要求されたサイクル数だけ引き出しと巻き取りを

行うこと。緊急ロック式巻取装置の場合にあっては、5 サイクル目ごとに巻取装置をロック

するために一気に引っ張ること。 
 この一気に引っ張る回数は、異なる 5 個の引き出し箇所（巻取装置に巻き取られたままの

帯部の全長の 90、80、75、70 及び 65％）のそれぞれにおいて等しい回数とする。ただし

900mm を超える場合にあっては、上記の割合は巻取装置から引き出すことのできる帯部の

最後の 900mm の部分を基準にするものとする。 
7.6.1.2. 7.6.1.1.に定める試験に適した装置を本規則の附則 3 に示す。 
7.6.2. 緊急ロック式巻取装置のロック 
7.6.2.1. 巻取装置は帯部を全長から 300±3mm のところまで引き出して、ロックに関して 1 回試験

するものとする。 
7.6.2.1.1. 帯部の動きによって作動する巻取装置の場合には、巻取装置を車両に取り付けたときに通

常の引き出しがおこる方向に引き出すものとする。 
7.6.2.1.2. 巻取装置の車両減速度に対する感度を試験する場合には、二つの垂直な軸に沿って上記の

引き出し方向で試験するものとする。これらの軸は、座席ベルト製作者が指定する通りに

巻取装置を車両に取り付ける場合に水平となるようにする。この位置が指定されていない

場合にあっては、試験を実施する当局は座席ベルト製作者に問い合せ、ロッキングメカニ

ズムの作動に関して最も不利な条件において試験を実施するものとする。 
7.6.2.2. 7.6.2.1.の試験に適した装置を本規則附則 4 に示す。このような試験装置の設計では、ウェ

ビングが巻取装置から 5mmを超えて引き出される前に必要な加速度が得られ、また、引き

出しの加速度の平均増加率が 25G/s 4/以上 150G/s 4/以下となることが保証されるものとす

る。 
7.6.2.3. 6.2.5.3.1.3.及び 6.2.5.3.1.4.の要件に適合することを確認するため、巻取装置を水平なテー

ブル上で 1 秒当たり 2゜を超えない速度でロックが起きるまでテーブルを傾けるものとす

る。要件を満たすことを保証するため、他の方向にも傾けて試験を繰り返すものとする。 
7.6.3. 耐塵性 

______________________ 
4/  G＝9.81 m/s2

7.6.3.1. 本規則附則 5 に記載するように巻取装置を試験槽内に配置するものとする。巻取装置は車

両に取り付けられる場合と類似の方向に向けて取り付けること。試験槽には 7.6.3.2.に定め

るような塵埃を入れ、帯部を巻取装置から 500mm 引き出した状態を保つものとする。塵

埃を撹拌後 1 から 2 分以内に完全な巻き取りと引き出しを 10 回繰り返すこと。油や水分を
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含まない圧縮空気を直径 1.5±0.1mm のオリフィスを通してゲージ圧力 5.5×105±0.5×
105Pa で吹き込むことによって、20 分毎に 5 秒間づつ、5 時間にわたって塵埃を撹拌する

ものとする。 
7.6.3.2. 7.6.3.1.に記載した試験で使用される塵埃は、約 1kg の乾燥した石英から成るものとする。

その粒子サイズの分布は以下の通りである。 
(a) ワイヤ径 104μm、150μm の間隙を通過するもの 99 から 100％ 
(b) ワイヤ径 64μm、105μm の間隙を通過するもの 76 から 86％ 
(c) ワイヤ径 52μm、75μm の間隙を通過するもの 60 から 70％ 

7.6.4. 巻取力 
7.6.4.1. 7.7.に定める動的試験と同様に座席ベルトアッセンブリをダミーに取り付けて巻取力を測

定するものとする。帯部の張力は、帯部がおよそ 0.6m/min の速さで巻き取られる間に、ダ

ミーと接触する前の僅かに離したポイントで測定するものとする。張力低減装置を装備し

た座席ベルトの場合にあっては、巻取力および帯部の張力は、張力低減装置を作動モード

と非作動モードの両方にして測定するものとする。 
7.6.4.2 7.7.に定める動的試験の前に、木綿のシャツを着用して着席させたダミーを 350mm の帯部

が巻取装置から引き出される位置まで前方に傾けてから、当初の位置に戻すものとする。 
7.7. ベルトアッセンブリ又は拘束装置の動的試験 
7.7.1. ベルトアッセンブリは本規則附則 6 に定義する座席及び取付装置を備えた台車に取り付け

るものとする。ただし、ベルトアッセンブリが特定車両用又は特定型式の車両用である場

合にあっては、マネキンと取付装置との間の距離は、ベルトと共に供される取付けに関す

る指示書に従うか、あるいは自動車製作者が提供するデータに基づいて試験の実施をする

技術機関が決定するものとする。ベルトが 2.9.6.に定義するベルト高調節装置を備えている

場合にあっては、当該装置の位置及び固定手段は車両設計のそれと同一であるものとする。 
 ある型式の車両に関して動的試験を実施した場合にあっては、当該試験対象ベルトの対応

する取付装置ポイントから 50mm 未満に各取付装置ポイントが位置する他の型式の車両に

おいては同試験を繰り返す必要はないものとする。製作者は実際の取付装置ポイントを最

大に含むような、試験用の仮定取付装置位置を決定することができる。 
7.7.1.1. 拘束装置として型式認可の申請対象になっているアッセンブリの一部を成す座席ベルト又

は拘束装置の場合には、座席ベルトは通常拘束装置が取り付けられる車両構造の部分に取

り付け、この部分を 7.7.1.2.から 7.7.1.6.までに規定する方法で試験台車にしっかりと固定

するものとする。 
 ベルトアッセンブリ本体に組込まれている以外の構成部品に依存する予負荷装置を装備し

た座席ベルト又は拘束装置の場合には、ベルトアッセンブリは 7.7.1.2.から 7.7.1.6.に定め

る方法で必要な追加車両部品と一緒に試験台車に取り付けるものとする。 
 あるいは、これらの装置が試験台車上で試験できない場合には、製作者は ISO 3560 (1975) 

手順に従う 50km/h の従来通りの前面衝突試験により当該装置が本規則の要件に適合する

ことを証明することができる。 
7.7.1.2. 試験中に車両を固定するために用いる方法は、座席又は座席ベルトの取付装置を強化した

り又は構造の通常の変形を少なくしたりするような方法であってはならないものとする。

足以外のマネキンの前方移動を制限することによって試験中に拘束装置に加わる負荷を軽
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減するような部位が車両の前方部分に存在してはならないものとする。取り除かれる構造

の部分は、マネキンの前方移動を妨害しないことを条件として、同等の強度をもつ部分で

置き換えることができる。 
7.7.1.3. 固定装置は、構造の全幅にわたる領域に影響を与えず、かつ車両又は構造が拘束装置の取

付装置から 500mm 以上離れて前方でブロックされる若しくは固定される場合にあっては、

満足な装置とみなすものとする。後方においては 7.7.1.2.の要件が満たされることを保証す

るように、取付装置から後方へ十分離して構造を固定するものとする。 
7.7.1.4. マネキンを車両に取り付ける際には、最も不利な条件となるように技術機関が選定した運

転位置に、座席を調整し配置するものとし、座席の位置は報告書に記載するものとする。

座席背面は傾斜の調節が可能ならば、製作者が指定した通りにロックし、何も指定がない

場合にあっては、実際の座席背面角度が M1 と N1 区分の自動車の場合 25゜その他の区分

の自動車の場合 15゜にできるだけ近くなるようにロックするものとする。 
7.7.1.5. 6.4.1.4.1.の要件を評価するために、座席はマネキンの寸法に適した最前方運転位置又は走

行位置にあるとみなすこと。 
7.7.1.6. いずれの一体型座席でも全座席を同時に試験するものとする。 
7.7.1.7. ハーネスベルトシステムの動的試験は、クロッチ帯部（アッセンブリ）が装備されている

場合はこれを使わずに実施するものとする。 
7.7.2. ベルトアッセンブリを本規則附則 7 のマネキンに以下により取り付けるものとする。厚さ

25mm の板をマネキンの背中と座席背面の間に入れるものとする。ベルトをマネキンに対

して確実に調整したうえで、板を取り除き、マネキンの背中の全長が座席背面と接触する

ようにする。また、バックルのロッキング状態が確実に結合していることを確認するもの

とする。 
7.7.3. 帯部の自由端は、調節装置を超えて十分なところまで延びること。 
7.7.4. 次に台車を、衝突の瞬間の速度が 50±1km/h になり、かつマネキンが安定し続けるように

推進するものとする。台車の停止距離は 40±5cm とする。台車は減速中に水平を保つもの

であること。台車の減速度は本規則の附則 6 により達成するものとし、本規則の附則 8 に

定める性能に適合する装置又は同等の結果を与えるその他の装置を使用するものとする。 
7.7.5. 衝突直前の台車の速度、マネキンの前方移動量、及び胸部が 300mm 移動する時の胸部の

速度を測定するものとする。 
7.7.6. 衝突後、バックルを解除せずにベルトアッセンブリ又は拘束装置及びその剛性部品を目視

検査し、故障又は破損の有無を確認するものとする。拘束装置の場合にあっては、試験後

に台車に取り付けた車両構造の部品が肉眼で見える永久変形の有無も確認するものとする。

このような変形がある場合には 6.4.1.4.1.に基づいて行う計算により考慮するものとする。 
7.8. バックル解除試験 
7.8.1. 7.7.による動的試験後のベルトアッセンブリ又は拘束装置を用いて、7.8.で規定する試験を

行うものとする。 
7.8.2. ベルトアッセンブリはバックルを解除せずに試験台車から下ろすこと。バックルにつなが

れた帯部を介した直接の張力により負荷をバックルに加えるものとし、全ての帯部に 60/n 
daN の力が加わるようにする（この場合における n は、バックルがロックされている状態

のバックルに取り付けられた帯部の数とする。）。バックルが剛性部品に結合されている場
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合にあっては、動的試験の間にバックルと剛性部品の端によって形成される角度と同じ角

度で負荷を加えるものとする。負荷は、バックル解除ボタンの幾何学的中心に 400±
20mm/min の速さで、ボタンの最初の運動方向に平行な固定軸に沿って加えること。バッ

クルを解除するのに必要な力を加えている間は、バックルは剛性支持材によって保持され

ているものとする。上記の負荷は 6.2.2.5.に示した制限を超えないこと。試験装置の接触点

は磨かれた金属表面を有する 2.5±0.1mm の半径を有する球状とする。 
7.8.3. バックル解除力を測定し、バックルに故障があれば記録しておくものとする。 
7.8.4. バックル解除力試験の後において、7.7.の試験後のベルトアッセンブリ又は拘束装置の構成

部品を検査し、動的試験中にベルトアッセンブリ又は拘束装置の破損の程度を試験レポー

トに記録するものとする。 
7.9. 予負荷装置を装備した座席ベルトに対する追加試験 
7.9.1. コンディショニング 
 予負荷装置を 24 時間にわたって 60±5℃に保つ。次に温度を 100℃±5℃まで上げて 2 時

間保つ。その後、-30±5℃の温度で 24 時間保管する。コンディショニングから取り出した

後、予負荷装置を大気温度まで温める。この場合において、予負荷装置を試験する座席ベ

ルトから取り外してコンディショニングを行ったときは、再び座席ベルトに取り付けるも

のとする。 
7.10 試験レポート 
7.10.1. 試験レポートには 7.における全ての試験の結果（特に台車の速度）、マネキンの最大前方移

動量、試験中のバックルが占める場所（バックルが移動する可能性がある場合に限る。）、

バックル解除力及び故障又は破損を記録するものとする。7.7.1.に基づいて、本規則の附則

6 に定める取付装置が考慮されなかった場合には、試験レポートにはベルトアッセンブリ又

は拘束装置がどのように取り付けられたか、及び重要な角度と寸法を明記するものとする。

また、報告書には試験中に発生したバックルの歪み又は破損も記載するものとする。拘束

装置の場合にあっては、試験レポートには車両構造を台車に取り付ける方法、座席位置及

び座席背面の傾斜についても明記するものとする。マネキンの前方移動量が 6.4.1.3.2.に定

めた値を超える場合にあっては、報告書には 6.4.1.4.1.の要件が満たされているか否かを明

記するものとする。 
8. 車内での取り付けに関する要件 
8.1. 車両装置 
8.1.1. 折りたたみ座席（定義は協定規則第 14 号による。）と自動車の停止中にのみ利用すること

を目的とした座席を除き、M 及び N 区分の自動車（であって、クラス I、II 又は A */に属

する M2 及び M3 区分の自動車を除く。）の座席には、本規則の要件を満たす座席ベルト又

は拘束装置を装備するものとする。 
_________ 
*/ 車両構造統合決議（R.E.3）の附則 7（Amend.4 により最新改訂が実施された文書 TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2）

の定義による。 

 
8.1.2. 取り付けが義務付けられている各着席位置に使う座席ベルト又は拘束装置の型式は、附則

16 に定めたこと（非ロック式巻取装置（2.14.1.）又は手動非ロック式巻取装置（2.14.2.）
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のいずれも使用できない）。附則 16 で腰ベルト B 型が指定されているすべての着席位置で

は、腰ベルト Br3 型を認めるものとする。ただし、ベルトの使用時において、普通に座席

ベルトを締めた後に著しく快適性が減じられるほどベルトが引き戻される場合はこの限り

ではない。 
8.1.2.1.     ただし、附則 16 に示す N1 区分で記号Φ のマークがある自動車の前部座席以外の外側着

座位置については、通路が座席と当該座席に一番近い側壁の間にある場合において、Br4m
型又は Br4Nm 型の腰ベルトの取り付けであってもよいものとする。すべての扉を閉じた

状態の側壁と、隣接する座席の中心を通る垂直縦断面の間の距離が、R ポイント位置で車

両の中央縦断面に垂直に測定したとき 500mm を超える場合には、座席と当該側壁の間の

空間は通路とみなすものとする。 
 
8.1.3. 座席ベルトが要求されない位置に備える座席ベルト又は拘束装置は、製作者の選択により、

本規則に適合するいずれの座席ベルト又は拘束装置であってもよいものとする。附則 16 に

おいて腰ベルトが指定されている場合にあっては、附則 16 で認められた型の A 型ベルトを

腰ベルトの代わりに装備してもよい。 
8.1.4. 巻取装置を装備した 3 点式ベルトでは、1 つの巻取装置が少なくとも肩帯部に作動しなけれ

ばならない。 
 
8.1.5. 4 型の巻取装置が実用的ではない位置に装着されていることが製作者により証明された場

合にあっては、M1 区分の自動車を除いて、4N 型の緊急ロック式巻取装置（2.14.5.）を 4
型の巻取装置（2.14.4.）の代わりに用いることができるものとする。 

______________________ 
*/ 文書 TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 

8.1.6. 附則 16 表中の記号*の付いた前部外側及び前部中央着席位置においては、その付近の前面

ガラスが協定規則第 21 号附則 1 に定める基準区域の外側に位置している場合にあっては、

同位置に備える座席ベルトは同附則に定める型の腰ベルトであってもよいものとする。 
 この場合において、当該窓ガラスが協定規則第 21 号附則 1 に定める方法に基づいて試験装

置と静的に接触するときは基準区域の一部であるとみなすものとする。 
8.1.7. 附則 16 の記号##の付いたすべての着席位置においては、附則 16 に定める型の 3 点式ベル

トを装備するものとする。ただし、8.1.7.1.から 8.1.7.3.までのいずれかによる場合は、附

則 16 に定める型の 2 点式ベルトであってもよいものとする。 
8.1.7.1. 着座位置の直前に備えられる座席やその他の車両部品が協定規則第 80 号付録 1 の 3.5.に適

合する場合 
8.1.7.2. 着座位置における基準区域中に車両のいずれの部分もなく、又は車両が移動中のときに基

準区域の中に入る可能性がない場合 
8.1.7.3. 着座位置における基準区域内にある車両の部品が、協定規則第 80 号付録 6 に定めるエネル

ギー吸収要件に適合する場合 
8.1.8. 8.1.9.に掲げる事例を除き、エアバッグを装着した各乗員の着席位置には、その着席位置に

後向きの年少者用補助乗車装置を備えたときの警告ラベルを明確に表示するものとする。

この警告ラベルは、図１のような絵文字の形とし、説明文を含んでいてもよく、当該座席
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に後向きの年少者用補助乗車装置を取り付けようとした人が正面方向に容易に確認できる

位置に配置し、確実に貼付するものとする。扉を閉めたときに警告が見えなくなる場合に

おいては、恒久的な表示が常に見えるようにするものとする。 
 
図 1 

 
色： 
－全体は赤色 
－座席、幼児用座席及びエアバッグの輪郭線は黒色 
－エアバッグという言葉とエアバッグ本体は白色 
 
8.1.9. 後向きの幼児用拘束装置を自動的に感知し、同装置の装着時にエアバッグが作動しない機

構を装備した車両の場合にあっては、8.1.8.の要件は適用しないものとする。 
8.1.10. 車両静止時において回転又はその他の向きに設定することができる座席については、8.1.1.

の要件の適用は、通常用途時の向きのみに適用するものとする。 
8.2. 一般要件 
8.2.1. 座席ベルト、拘束装置及び附則17付録3の表2に基づく ISOFIX年少者用補助乗車装置は、

協定規則第 14 号の規格に適合する取付装置に固定するものとする。 
8.2.2. 座席ベルト、拘束装置、附則 17 付録 3 の表 1 及び表 2 に基づき製作者が推奨する年少者用

補助乗車装置及び ISOFIX 年少者用補助乗車装置は、自動車に正しく装着することによっ

て、事故が発生した際に十分に機能し、傷害の恐れを軽減するよう次に掲げる方法により

取り付けるものとする。 
8.2.2.1. 帯部は、危険な配置になる恐れがないものであること。 
8.2.2.2. ベルトを正しく配置した着用者が前方に動いてもベルトが肩から外れる恐れが最小限に抑

えられるものであること。 
8.2.2.3. 帯部が車両若しくは座席構造、附則 17 付録 3 表 1 及び表 2 に基づき製作者が推奨する年少

者用補助乗車装置又は ISOFIX 年少者用補助乗車装置の鋭利な部分と接触して劣化を生じ

る恐れが最小限に抑えられるものであること。 
8.2.2.4. 各着席位置に装備される各座席ベルトは、容易に使用できるよう設計及び取り付けられて

いるものであること。また、座席又は座席緩衝部若しくは座席背面を折り畳むことができ

る構造の座席は、当該座席を折り畳み、その後着席位置に戻したときに、その座席に装備

される座席ベルトは、特別な指示によらず 1 人で使用することができるか、又は座席の下
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又は後ろから簡単に戻すことができるものであること。 
8.2.2.5. 技術機関は、バックルのタングをバックルに組み付けた状態で次のことを確認するものと

する。： 
8.2.2.5.1. ベルトの緩みによって、製作者が推奨する年少者用補助乗車装置を正しく装着できないも

のとならないこと。 
8.2.2.5.2. 3 点式ベルトの場合、ベルトを(a)又は(b)のいずれかにより配置にしたときに、ベルトのダ

イアゴナル部分に外部から張力を加えることにより、ベルトのラップ部分に少なくとも

50N の張力を発生させることができるものであること。 
(a) 協定規則第 44 号の附則 8 付録 1 に規定された 10 歳児マネキンに装着し、本規則の附則 17

付録 4 に従って設定する。 
(b) 汎用カテゴリーの年少者用補助乗車装置の取り付けが可能な座席の場合に、本規則の附則

17 付録 1 の図 1 に規定された装置に装着する。 
8.3. 座席ベルト又は拘束装置に組み込まれている剛性部品に関する特別要件 
8.3.1. バックル、調節装置及び取付具その他の剛性部品は、事故が生じたときにすべての乗員に

対して危害を加えるものでないものとする。 
8.3.2. バックルを解除する装置は、着用者が明確に確認できるとともに容易に手が届くものとし、

偶発的に解除するものでないものとする。また、バックルは非常時における着用者の保護

の際に容易に手の届くような位置に備えられるものとする。 
 バックルは、負荷が掛かっていないとき、又は着用者の体重を支えているときにおいても、

片手による単純な一方の動作により解除ができるように取り付けられるものであること。 
 前部外側着席位置用の座席ベルト又は拘束装置のバックルは、ハーネスベルト用を除き、

上記と同様の方法でロックすることができるものであること。 
 バックルが着用者と接触しているときは、接触面の幅が必ず 46mm 以上となり、かつ、接

触面が本規則 6.2.2.1.の要件を必ず満たすことを確認するものとする。 
8.3.3. ベルト装着時において着用者の体型に応じてベルトが自動的に調節されるか、又は着用者

が着席時に手動の調節装置を容易に操作できるとともに、簡単かつ便利に使えるような設

計にするものとする。ベルトは着用者の体格と車両座席の位置に合わせて片手で締めるこ

とができものとする。 
8.3.4. 巻取装置を組み込んだ座席ベルト又は拘束装置は、巻取装置が正しく作動し、帯部を効率

的に巻き込むことができるように取り付けるものとする。 
8.3.5. 幼児の輸送に関する規則を自動車の使用者に知らせるため、M1 及び N1 区分に該当する自

動車にあっては、附則 17 の要件を満たすものとする。M1 区分の自動車はいずれも、協定

規則第 14 号の規定に従って、ISOFIX 位置を備えるものとする。 
 第 1 の ISOFIX 位置では、附則 17 の付録 2 に定める 3 つの前向き治具のいずれか 1 つの

取り付けが可能であるものとする。第 2 の ISOFIX 位置では、附則 17 の付録 2 に定めた 3
つの後向き治具のいずれか 1 つの取り付けが可能であるものとする。なお、第 2 の ISOFIX
位置に関し、設計上、後向き治具の取り付けが不可能な場合には、6 つの治具のうち 1 つの

装置を車両のいずれかの位置に取り付けるものであってもよい。 
 
9. 生産の適合性 
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 生産の適合性手順は、協定の付属文書 2（E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2）に定め

た手順及び以下の要件に適合するものとする： 
9.1. 本規則に基づいて認可される各車両型式又は座席ベルト又は拘束装置は、6.、7.、8.に定め

た要件を満たすことによって、認可された型式に適合するよう製造するものとする。 
9.2. 本規則附則 14 に定めた生産の適合性管理手順の最低要件を遵守するものとする。 
9.3. 型式認可を付与した当局は、各生産施設で使われている適合性管理の方法を検証すること

ができるものとする。当該検証は、通常、1 年に 2 回の頻度で行うものとする。 
 
10. 生産の不適合に対する罰則 
10.1. 車両、座席ベルト又は拘束装置の型式に関して付与された認可は、9.1.に定めた要件が満た

されない場合において、若しくは選択した座席ベルト又は拘束装置が 9.2.に定めたチェッ

クに合格しない場合においては、認可を取り消すことができるものとする。 
10.2. 本規則を適用する協定締約国が既に付与した認可を取り消す場合においては、本規則附則

1A 又は附則 1B（いずれか該当する方）に定める様式の通知書によって、本規則を適用す

る他の締約国にその旨を直ちに通知するものとする。 
 
11. 車両型式、座席ベルト又は拘束装置の型式の変更及び認可の拡大 
11.1. 車両、座席ベルト又は拘束装置等に係わる変更は、その旨を当該車両型式又は座席ベルト

又は拘束装置を認可した行政官庁に通知するものとする。行政官庁は 11.1.1.又は 11.1.2.の
いずれかに掲げる措置を講ずることができる。 

11.1.1. 当該変更によって著しい悪影響が発生するおそれがない場合は、車両、座席ベルト又は拘

束装置が引き続き要件に適合するという判断を下すものとする。 
11.1.2. 試験の実施を担当する責任を有する技術機関に追加の試験レポートを要求するものとする。 
11.2. 認可試験を行った車両の質量を下回る派生車については、11.1.に影響のない範囲の変更は

車両型式の変更とはみなさないものとする。 
11.3. 認可の確認又は拒否は、変更内容を明記して、5.2.3.又は 5.3.3.に定めた手順によって、本

規則を適用する協定締約国に通知するものとする。 
11.4. 所管官庁が認可の拡大を付与する場合については、当該拡大に対して通し番号を割り当て

て、本規則附則 1A 又は附則 1B に定める様式の通知書によって、本規則を適用する他の

1958 年協定締約国にその番号を通知するものとする。 
 
12. 生産中止 
 認可の保有者が本規則に基づき認可された装置の製造を完全に停止する場合は、認可を付

与した当局にその旨を通知するものとする。当局はかかる通知を受理次第直ちに、本規則

附則 1A 又は附則 1B に定める様式の通知書によって、本規則を適用する他の 1958 年協定

締約国にその旨通知するものとする。 
 
13. 説明書 
 車両とは別に供給される座席ベルト型式の場合は、包装及び取り付けに関する説明書には、
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座席ベルト型式が対象とする車両型式を明確に記載しなければならない。 
 
14. 認可試験の実施を担当する責任を有する技術機関、行政官庁の名称及び所在地 
 本規則を適用する 1958 年協定締約国は、認可試験の実施を担当する責任を有する技術機関、

並びに認可を付与し、かつ、他の国で発行された認可若しくは認可の拒否、拡大又は取り

消しを証明する書式の送付先となるべき行政官庁の名称及び所在地を国連事務局に通知す

るものとする。 
 
15. 過渡規定 
15.1. 車両型式の認可 
15.1.1. 第 4 改訂補足第 15 改訂版の公式施行日以降、本規則を適用する締約国は、第 4 改訂補足第

15 改訂版により変更を加えた本規則に基づく ECE 認可を拒否してはならないものとする。 
15.1.2. 本規約の第 4 改訂補足第 15 改訂版の実施 2 年後から、本規則を適用する締約国は、第 4 改

訂補足第 15 改訂版で修正を加えた本規則の要件が満たされる場合に限り、ECE 認可を付

与するものとする。 
15.1.3. 本規則の第 4 改訂補足第 15 改訂版の実施 7 年後から、本規則を適用する締約国は、本規則

第 4改訂補足第 15改訂版に基づいて付与されていない認可の承認を拒否することができる

ものとする。ただし、本規則を適用する締約国は、M1 区分の自動車以外の既存の承認で本

規則の第４改訂補足第15改訂版の影響を受けないものを効力を持ち続けるものとして受け

入れるものとする。 
15.1.3.1. ただし、2000 年 10 月 1 日以降、M1 及び N1 区分の車両については、本規則を適用する締

約国は 8.3.5.及び附則 17 の情報要件が満たされていない場合において、本規則の第 4 改訂

補足第 8改訂版に基づいて付与されていないECE認可の承認を拒否することができるもの

とする。 
15.2. 座席ベルトの取付け 
 本過渡規定は、車両への座席ベルトの取り付けのみに適用し、座席ベルトのマークは変更

しない。 
15.2.1. 本規則を適用する締約国は、第 4 改訂補足第 12 改訂版の公式施行日以降において、第 4 改

訂補足第 12 改訂版により変更を加えた本規則に基づく ECE 認可を付与することを拒否し

てはならないものとする。 
15.2.2. 15.2.1.に記載された公式施行日より 36 ヶ月の期間が満了したら、本規則を適用する締約国

は、車両型式が第 4 改訂補足第 12 改訂版により修正を加えた本規則の要件を満たす場合に

限り、認可を付与するものとする。 
15.2.3. 15.2.1.に記載された公式施行日より 60 ヶ月の期間が満了したら、本規則を適用する締約国

は、本規則の第 4 改訂補足第 12 改訂版に基づいて付与されていない認可の承認を拒否する

ことができる。 
15.2.4. 第 4 改訂補足第 14 改訂版の公式施行日より、本規則を適用するいずれの締約国は、第 4 改

訂補足第 14 改訂版によって改訂された本規則に基づく UNECE 認可の付与を拒否しない

ものとする。 
15.2.5. 第 4 改訂補足第 16 改訂版の正式発効日より、本規則を適用する締約国は、第 4 改訂補足第
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16 改訂版によって改訂された本規則に基づいた ECE 認可の付与を拒否してはならないも

のとする。 
 
15.2.6. 15.2.4.に係わる施行日から 36 ヶ月の期間が満了すると同時に、本規則を適用する締約国は、

車両型式が第 4改訂補足第 14改訂版によって改訂された本規則の要件を満たす場合にのみ

認可を付与するものとする。 
 
15.2.7. 15.2.4.に係わる施行日から 60 ヶ月の期間が満了すると同時に、本規則を適用する締約国は、

本規則の第 4改訂補足第 14改訂版に基づいて付与されていない認可の承認を拒否すること

ができるものとする。 
 
15.2.8. 2006 年 7 月 16 日より、本規則を適用する締約国は、車両型式が第 4 改訂補足第 16 改訂版

によって改訂された本規則の要件を満たす場合に限り認可を付与するものとする。 
 
15.2.9. 2008 年 7 月 16 日より、本規則を適用する締約国は、N1 区分の自動車について、本規則第

4 改訂補足第 16 改訂版基づく認可が付与されていない車両の認可を拒否できることができ

るものとする。 
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附則 1A 
 

（最大 A4 判（210 × 297 mm）） 
 

通知 
 

発行：行政官庁名 
................................... 
................................... 
................................... 
................................... 

 
 

 

協定規則第 16 号に基づく座席ベルトに係る車両型式に関する 
2/ 認可付与 
 認可拡大 
 認可拒否 
 認可取消 
 生産中止 
について 
認可番号：.........................      拡大番号：............................ 
 

1. 一般事項 
1.1. 製作者（製作者の商号）: ...............................................................................................................................  

1.2. 型式及び一般的な商品説明: ...........................................................................................................................  

1.3. 型式の識別手段（車両上に表示を貼付する場合）: ...................................................................................  

1.3.1. 表示の位置: .......................................................................................................................................................  

1.4. 車両区分: ...........................................................................................................................................................  

1.5. 製作者の名称及び所在地: ...............................................................................................................................  

1.6. 組立工場の所在地: ...........................................................................................................................................  

2. 車両の一般的構造特性 

2.1. 代表車両の写真又は図面: ...............................................................................................................................  

3. 車体  

3.1. 座席 

3.1.1. 数 : .....................................................................................................................................................................  

3.1.2. 位置及び配置: ...................................................................................................................................................  

3.1.2.1. 車両の静止時にのみ使うよう設計された着席位置: ...................................................................................  

3.1.3. 特性：下記の構成要素の説明及び図面 

3.1.3.1. 座席及び座席取付装置: ...................................................................................................................................  

3.1.3.2. 調節装置: ...........................................................................................................................................................  

3.1.3.3. 移動及びロック機構: .......................................................................................................................................  
______________________ 
1/ 認可を付与／拡大／拒否／取り消した国の識別番号（本規則の認可条項を参照）。 
2/ 該当しないものを抹消する。 
3.1.3.4. 座席ベルト取付装置（座席構造に組み込まれている場合）: .....................................................................  

3.2. 座席ベルト又はその他の拘束装置 

3.2.1. 座席ベルト及び拘束装置及びこれらを使用できる座席の数と位置: .......................................................  
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完全なECE型式

認可マーク 
改良型（該当する

場合） 

ベルト高調節装置 
（有／無／オプション
のいずれかを明記） 

R    

C    

座席第 1 列 

L    

R    

C    

座席第 2 列 

L    

（R＝右側座席、C＝中央座席、L＝左側座席） 
 
 
3.2.2. 補助拘束装置の性質及び位置（有／無／オプションのいずれかを明記） 
 
 

 
前部エアバッグ 側部エアバッグ ベルト 

予負荷装置

R    

C    

座席第 1 列 

L    

R    

C    

座席第 2 列 

L    

（R＝右側座席、C＝中央座席、L＝左側座席） 
 
 

3.2.3. 座席ベルト取付装置の数及び位置、協定規則第 14 号への適合性証明（すなわち ECE 型式認

可番号又は試験レポート） 
 
4. 発行場所 ............................................................................................................................................................  

5. 日付 ....................................................................................................................................................................  

6. 署名 ....................................................................................................................................................................  
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附則 1B 
 

（最大 A4 判 (210 × 297 mm)） 
 

通知 
 

発行：行政官庁名 
................................. 
................................. 
................................. 

 
協定規則第 16 号に基づく自動車（被牽引自動車を除く。）の成人乗員用座席ベルト又は拘束装
置の型式に関する 
2/ 認可付与 

 認可拡大 
 認可拒否 
 認可取消 
 生産中止 
について 
認可番号：.......................       拡大番号：....................... 
 

1. 拘束装置／3 点式ベルト／腰ベルト／特殊型ベルト（付き）／エネルギー吸収装置／巻取装

置／上部ピラーループの高さ調節装置装備3/ 

2. 商号又は商標 ....................................................................................................................................................  

3. ベルト又は拘束装置の型式の製作者による呼称 ........................................................................................  

4. 製作者の名称 ....................................................................................................................................................  

5. 製作者の代理人の名称（該当する場合） ....................................................................................................  

6. 所在地 ................................................................................................................................................................  

7. 認可申請日 ........................................................................................................................................................  

8. 認可試験の実施を担当する責任を有する技術機関 ....................................................................................  

9. 当該機関が発行した試験レポートの日付 ....................................................................................................  

10. 当該機関が発行した試験レポートの番号 ....................................................................................................  

11. 一般用／特定車両又は特定型の車両用2/4/ に認可を付与／拒否／拡大／取消2/

12. 表示の位置と特質..............................................................................................................................................  

13. 行政官庁所在地 ................................................................................................................................................  

14. 日付 ....................................................................................................................................................................  
______________________
1/ 認可を付与／拡大／拒否／取り消した国の識別番号（規則中の認可規定参照）。 
2/ 該当しないものを抹消する。 
3/ どの型か示す。 
4/ 座席ベルトが本規則の 6.4.1.3.3 の規定に基づいて認可される場合には、この座席ベルトは前方をエアバックによって保

護される外側前部着席位置だけに取り付けること。ただし、当該車両が協定規則第 94 号、第 1 改訂又はその後の現行

版にしたがって又は欧州共同体指令 96/79/EC にしたがって認可されていること。 
15. 署名 ....................................................................................................................................................................  

16. 本通知には、当該認可を付与した行政官庁に預けられている認可ファイル中の書類の一覧表

を添付する。この書類は請求により入手可能である。 
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附則 2 
 

認可マークの配置 
 
1. 座席ベルトの取り付けに関する車両認可マークの配置 
 

モデルA 
（本規則 5.2.4 参照） 

 
a = 最小 8mm 

 
車両に貼付する上記の認可マークは、当該車両型式が座席ベルトに関してオランダ（E4）において、協
定規則第 16 号に基づき認可されたことを示す。この認可番号は、協定規則第 16 号の第 4 改訂の要件に
基づいて認可が付与されたことを示している。 
 

モデルB 
（本規則 5.2.5 参照） 

 
a = 最小 8mm 

 
車両に貼付する上記の認可マークは、当該車両型式がオランダ（E4）において、協定規則第 16 号及び
第52号に基づいて認可されたことを示す 1/。この認可番号は、これらの認可を付与された日付において、
協定規則第 16 号は第 4 改訂を盛込んでおり、協定規則第 52 号は第 1 改訂を盛込んでいることを示して
いる。 
 
______________________ 
1/ 2 番目の番号は、単に例として挙げたものである。 
2. 座席ベルトの認可マークの配置（本規則 5.3.5 参照） 
 

 
a = 最小 8mm 

上記認可マークを貼付したベルトは、エネルギー吸収装置（「e」）を装備し、オランダ（E4）において
番号 042439 のもとに認可された 3 点式ベルト（「A」）である。規則は認可時点で既に第 4 改訂を盛り込
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んでいる。 

 
上記の認可マークを貼付したベルトは、多重感度（m）の 4 型の巻取装置を装備し、オランダ（E4）に
おいて番号 042489 のもとに認可された腰ベルト（「B」）である。規則は認可時点で既に第 4 改訂を盛り
込んでいる。 
 
注： 認可番号及び追加記号は円の近くで、かつ、文字「E」の上又は下、あるいはその左又は右に

配置しなければならない。認可番号の数字は文字「E」と同じ側にあり、かつ同じ方向を向い
ていなければならない。追加記号は認可番号と対角的に反対側になければならない。他の記号
との混同を防ぐため、認可番号としてローマ数字を使用することは避けること。 

 

 
 
上記の認可マークを貼付したベルトはエネルギー吸収装置（「e」）を装備し、オランダ（E4）において
番号 0422439 のもとに認可された特殊型のベルト（「S」）である。規則は認可時点で既に第 4 改訂を盛
り込んでいる。 
 

 
上記の認可マークを貼付したベルトは拘束装置（「Z」）の一部であり、エネルギー吸収装置（「e」）を装
備し、オランダ（E4）において番号 0424391 のもとに認可された特殊型のベルト（「S」）である。規則
は認可時点で既に第 4 改訂を盛り込んでいる。 
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a = 最小 8mm 

この型式認可マークを貼付したベルトは多重感度（「m」）の 4N型の巻取装置（「r4N」）を装備する 3 点
式ベルト（「A」）で、番号 042439 のもとにオランダ（E4）で型式認可を付与されたものである。規則
は認可時点で既に第 4 改訂を盛り込んでいる。このベルトはM1区分の自動車に取り付けてはならない。 

 
この型式認可マークを貼付した座席ベルトは、本規則 6.4.1.3.3.の特定要件に適合するものとして認可を
受けた、エネルギー吸収装置（「e」）を装備する 3 点式ベルト（「A」）であり、多重感度（「m」）の 4 型
（「r4」）の巻取装置を装着し、これについてオランダ（「E4」）において認可番号 042439 のもとに認可
を付与されている。最初の 2 桁は、認可時点で規則が既に第 4 改訂を盛り込んでいることを示している。
この座席ベルトは、所定の着席位置にエアバックを装備した自動車に取り付けること。 
 

________________________ 
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附則 3 
 

巻取装置機構の耐久試験装置図 
 

 
_________________ 
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附則 4 
 

緊急ロック式巻取装置のロッキング試験装置図 
 
試験装置は、モーター駆動のカムから成り、その従動部はワイヤでトラック上に載せた小さな台車に取
り付ける。カムの設計とモーター速度の組み合わせは本規則 7.6.2.2.に定めた加速度増加率で要求加速度
が得られるようになっており、そのストロークはロック前のウェビングの最大許容移動量を超えるよう
に調節する。 
台車上には台車の動く方向に対する任意の位置に巻取装置を取り付けることができるように旋回でき
るキャリアを取り付ける。 
帯部の動きに対する感度について巻取装置を試験する時には、巻取装置を固定されたブラケットに取り
付け、帯部を台車につける。 
上記の試験を行う時には、製作者又はその公認代理人が提供するブラケット等を、できる限り自動車に
おける取り付けを模擬するように試験装置に取り付けるものとする。 
自動車への取り付けを模擬するのに必要な追加ブラケット等は製作者又はその正規代理人が提供する
ものとする。 
 

 
_________________ 
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附則 5 
 

耐塵試験装置図 
 

（寸法の単位は mm） 
 

 
____________ 
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附則 6 
 

台車、座席、取付装置及び停止装置の説明 
 

1.  台車 
 座席ベルトの試験用台車は、座席のみを積載した状態において 400±20kg の質量を有するも

のとする。拘束装置の試験用台車は、付随する車両構造を含めた状態において 800kg の質量
を有するものとする。なお、必要に応じて台車と車両構造の総質量は 200kg 単位で増加して
もよいものとする。この場合において、総質量と公称値との差は±40kg を超えてはならない
ものとする。 

 
2. 座席 
 拘束装置の試験を行う場合を除き、試験用座席は堅ろうな構造とし、滑らかな表面を有する

ものとする。また、本附則の図 1 に基づき金属部品がベルトに接触しないように設置するも
のとする。 

 
3. 取付装置 
3.1. 座席ベルトが、本規則*/ 29.6 に定義するベルト高調節装置を装備する場合にあっては、本装

置は硬いフレームに固定するか、又は同装置が通常取り付けられる車両の部分に固定して、
それを試験台車に確実に固定するものとする。 

 
3.2. 取付装置は図 1 に基づき配置するものとする。取付装置の配置に対応するマークは、ベルト

の両端を台車（荷重変換器を含む。）に連結する場所を示す。バックルの上端と帯部サポー
ト取り付け用の穴との間の帯部長が 250mm 以下となる場合にあっては、通常使用される取
付装置は、A 点、B 点及び K 点である。その他 A1 点と B1 点を使用するものとする。取付
装置ポイント位置の公差は、各取付装置ポイントの位置が図 1 に示す A、B 及び K 点、又は
場合によって A1、B1 及び K 点からそれぞれ最大 50mm 以内となるようにするものとする。 

3.3. 取付装置を支える構造は剛性であること。取付装置上部は縦方向に 98daN の負荷を加えた時、
その方向に 0.2mm を超えて移動してはならない。 

 台車は、試験中に取付装置を支える部分に永久変形が起こらないように製造するものとする。 
3.4. 巻取装置を取り付けるために必要となる第 4 の取付装置は、K 点を通る垂直縦断面にあるも

のとし、 
 製作者が定める角度まで巻取装置を傾斜させることができるものとし、 
 上部帯部ガイドと巻取装置の帯部出口との間の長さが 540mm 以上のときは半径 KB1＝

790mm の円弧上、又はその他の全ての場合は半径 350mm で K 点を中心とする円弧上にある
こと。 

 
4. 停止装置 
4.1. この装置は平行に取り付けた 2 個の同一緩衝装置から成る。ただし、拘束装置の場合、800kg

の公称質量に対して 4 個の緩衝装置を使用するものとする。必要ならば、追加緩衝装置を公
称質量が 200kg 増すごとに使用するものとする。各緩衝装置の構成は次の通りとする。 

 鋼管で成形した外部ケーシング 1 個、 
 ポリウレタン製エネルギー吸収装置チューブ 1 個、 
 緩衝装置に貫入する研磨鋼製オリーブ形状ノブ 1 個、及び 
 シャフト 1 本及び衝撃プレート 1 枚。 
4.2. 本緩衝装置の各部の寸法を図 2、3 及び 4 に示す。 
4.3. 吸収材料の特性を本附則の表 1 に示す。各試験の直前にチューブは少なくとも 12 時間使用

せずに 15℃から 25℃の間の温度コンディショニングを施すこと。座席ベルト又は拘束装置
の動的試験中、停止装置は±2℃の公差で較正試験中と同じ温度にするものとする。停止装
置が適合すべき要件を本規則附則 8 に示す。同等な結果をもたらすものであればその他の装
置を使用してもよい。 
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表 1 
吸収材料の特性 

（別途記載されていない限り ASTM D735 による） 
 

ショア硬度 A 95 ±2（温度 20±5℃において） 

破壊強度 Ro＞343 daN/cm2 

最小の伸び Ao＞400％ 

伸び 100％におけるモジュール ＞108daN/cm2 

         300％におけるモジュール ＞235daN/cm2 

低温脆性（ASTM D736 による）  －55℃において 5 時間 

圧縮セット（B 法） 70℃において 22 時間＜45％ 

密度（25℃における）  1.05 から 1.10 

空気中での経時変化（ASTM D573 による）  100℃において 70 時間 

 －ショア硬度 A  最大変動±3 

 －破壊強度  減少＜Ro の 10％ 

 －伸び  減少＜Ao の 10％ 

 －質量  減少＜1％ 

オイル浸漬（ASTM No.1 オイル）  100℃において 70 時間 

 －ショア硬度 A  最大変動±4 

 －破壊強度  減少＜Ro の 15％ 

 －伸び  減少＜Ao の 10％ 

 －容積 膨張＜5％ 

オイル浸漬（ASTM No.3 オイル）  100℃において 70 時間 

 －破壊強度 減少＜Ro の 15％ 

 －伸び 減少＜Ao の 15％ 

 －容積 膨張＜20％ 

蒸留水浸漬 70℃において 1 週間 

 －破壊強度 減少＜Ro の 35％ 

 －伸び 増加＜Ao の 20％ 
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図 1 
台車、座席、取付装置 
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図 2 
停止装置 
（組立済） 

 
 

図 3 
停止装置 

（ポリウレタンチューブ） 
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図 4 
停止装置 

（オリーブ形状ノブ） 

 

______________ 
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附則 7 
 

マネキンの説明 
 
1. マネキンの仕様 
 
1.1. 一般要件 

 
マネキンの主な特性を下記の図及び表に例示する： 
図 1 頭部、頚部、及び胴部の側面図。 
図 2 頭部、頚部、及び胴部の正面図。 
図 3 臀部、大腿部、及び下脚部の側面図。 
図 4 臀部、大腿部、及び下脚部の正面図。 
図 5 主要寸法。 
図 6 下記を示す着座位置のマネキン。 
   重心位置、 
   変位を測定する点の位置、及び 
   肩部の高さ。 
表 1 マネキンの構成部品の参照番号、名称、材料及び主要寸法、及び 
表 2 頭部、頚部、胴部、大腿部、及び下脚部の質量。 

 
1.2. マネキンの説明 
 
1.2.1. 下脚部の構造（図 3 及び図 4 参照） 
 

下脚部の構造は 3 つの構成部品から成る： 
足底板（30）、 
脛チューブ（29）、及び 
膝チューブ（26）。 
膝チューブは、大腿部に対する下脚部の動きを制限する 2 つの突起を有する。 
下脚部は真直ぐ伸ばした位置から 120゜後方に回転することができる。 

 
1.2.2. 大腿部の構造（図 3 及び図 4 参照） 
 

大腿部の構造は 3 つの構成部品から成る： 
膝チューブ（22）、 
大腿部バー（21）、及び 
臀部チューブ（20）。 
膝の動きは下脚部の突起に付けられた膝チューブ（22）にある 2 つの切り込みにより制
限される。 

 
1.2.3. 胴部の構造（図 1 及び図 2 参照） 
 

胴部の構造は以下のものから成る： 
臀部チューブ（2）、 
ローラーチェーン（4）、 
肋骨（6）及び（7）、 
胸骨（8）、及び 
チェーン取付具（3）、部品（7）及び（8）。 

 
1.2.4. 頚部（図 1 及び図 2 参照） 
 

頚部は 7 枚のポリウレタン製ディスク（9）から成る。頚部の剛性はチェーンテンショナ
ーにより調節することができる。 

 
1.2.5. 頭部（図 1 及び図 2 参照） 
 

頭部（15）自体は中空である。ポリウレタン製フォームは鋼板（17）により補強する。
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頚部を調節することができるチェーンテンショナーはポリアミドブロック（10）、チュー
ブ型スペーサ（11）、及び緊張材（12）及び（13）から成る。頭部は環椎軸椎関節の回り
をまわすことができ、これはアジャスターアッセンブリ（14）及び（18）、スペーサ（16）
及びポリアミドブロック（10）から成る。 

 
1.2.6. 膝関節（図 4 参照） 
 

下脚部及び大腿部はチューブ（27）及びテンショナー（28）によって連結する。 
 
1.2.7. 股関節（図 4 参照） 
 

大腿部と胴部はチューブ（23）、摩擦プレート（24）及びテンショナーアッセンブリ（25）
によって連結する。 

 
1.2.8. ポリウレタン 
 

型：PU 123 CH 化合物 
硬度：ショア A 50 から 60 

 
1.2.9. オーバーオール 
 

マネキンは特別なオーバーオールによって覆う（表 1 参照）。 
 
2. 補正装置 
 
2.1. 一般要件 
 

マネキンを特定値及び総質量に基づいて較正するために、股関節に取り付けることがで
きる各 1kg の鋼製補正質量を 6 個使って質量分布を調節する。各 1kg のポリウレタン製
おもり 6 個を胴部の背後に取り付けることができる。 

 
3. クッション 
 

クッションはマネキンの胸部とオーバーオールの間に配置しなければならない。このク
ッションは以下の仕様のポリウレタンフォームで作ること。 
硬度：ショア A 7 から 10 
厚さ：25 mm ±5 
クッションは交換可能であること。 

 
4. 関節の調節 
 
4.1. 一般要件 
 

再現可能な結果を達成するために各関節の摩擦を規定し管理するものとする。 
 
4.2. 膝関節 
 

膝関節を締める。 
大腿部と下脚部を垂直にセットする。 
下脚部を 30゜回転させる。 
下脚部が自重により倒れ始めるまでテンショナー（28）を徐々に緩める。 
テンショナーをこの位置でロックする。 

 
4.3. 股関節 
 

股関節を締める。 
大腿部を水平位置に、胴部を垂直位置にセットする。 
胴部と大腿部との角度が 60゜になるまで胴部を前方に回転させる。 
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胴部が自重により倒れ始めるまでテンショナーを徐々に緩める。 
テンショナーをこの位置でロックする。 

 
4.4. 環椎軸椎関節 
 

環椎軸椎関節を前後方向において、その自重に丁度耐え得るように調節する。 
 
4.5. 頚部 
 

頚部はチェーンテンショナー（13）によって調節することができる。頚部を調節する時
には、テンショナーの上端部が水平方向の荷重 10daN を受けて 4 から 6cm の間で移動す
るものとする。 

 
表 1 

 
参照番号 名称 材質 寸法 

1 体部材質 ポリウレタン － 

2 臀部チューブ 鋼製 76×70×100 mm 

3 チェーン取付具 鋼製 25×10×70 mm 

4 ローラーチェーン 鋼製 3/4 

5 肩部プレート ポリウレタン － 

6 回転部分 鋼製 30×30×3×250 mm 

7 肋骨 目打鋼製プレート 400×85×1.5 mm 

8 胸骨 目打鋼製プレート 250×90×1.5 mm 

9 ディスク（6） ポリウレタン φ90×20 mm 
φ80×20 mm 
φ75×20 mm 
φ70×20 mm 
φ65×20 mm 
φ60×20 mm 

10 ブロック ポリアミド 60×60×25 mm 
 
 
参照番号 名称 材質 寸法 

11 チューブ型スペーサ 鋼製 40×40×2×50 mm 

12 テンショナーボルト 鋼製 M16×90 mm 

13 テンショナーナット 鋼製 M16 

14 環椎軸椎関節用テンショナー 鋼製 φ12×130 mm（M12）

15 頭部 ポリウレタン － 

16 チューブ型スペーサ 鋼製 φ18 ×13 ×17 mm 

17 補強板 鋼製 30 ×3 ×500 mm 

18 テンショナーナット 鋼製 M12 mm 

19 大腿部 ポリウレタン － 

20 臀部チューブ 鋼製 76×70×80 mm 
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21 大腿部バー 鋼製 30×30×440 mm 

22 膝チューブ 鋼製 52×46×40 mm 

23 臀部連結チューブ 鋼製 70×64×250 mm 

24 摩擦プレート（4） 鋼製 160×75×1 mm 

25 テンショナーアッセンブリ 鋼製 M12×320 mm 
プレート及びナット 

26 膝チューブ 鋼製 52×46×160 mm 

27 膝連結チューブ 鋼製 44×39×190 mm 

28 テンショナープレート 鋼製 φ70×4 mm 

29 脛部チューブ 鋼製 50×50×2×460 mm 

30 足底プレート 鋼製 100×170×3 mm 

31 胴部補正質量（6） ポリウレタン 質量＝各 1kg 

32 クッション ポリウレタンフォーム 350 ×250 ×25 mm 

33 オーバーオール 綿製及びポリア 
ミド帯部 

－ 

34 臀部補正質量（6） 鋼製 質量＝各 1kg 
 

表 2 
 

 マネキンの構成部品 質量：kg 

頭部及び頚部 
胴部及び腕部 
大腿部 
下脚及び足部 
補正質量を含む総重量 

4.6 ± 0.3 
40.3 ± 1.0 
16.2 ± 0.5 
9.0 ± 0.5 
75.5 ± 1.0 
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